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集成材の日本農林規格の一部を改正する件 新旧対照表 
○集成材の日本農林規格（平成 19年９月 25日農林水産省告示第 1152 号） 

（下線部分は改正部分） 

改正後  改正前 

日本農林規格                  JAS 
1152-1：2023 

集成材－第 1 部：一般要求事項 

Glued Laminated Timber－ Part 1 : General requirements 
 

集成材の日本農林規格 

1  適用範囲 
この規格は，ひき板，小角材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして，厚さ，幅及び長さの方向に

集成接着をした木材（以下“集成材”という。）に適用する。 

（適用の範囲）  
第１条 この規格は、ひき板、小角材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして、厚さ、幅及び長さ

の方向に集成接着をした一般材（以下「集成材」という。）に適用する。 
  
2  引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求

事項を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 5905 繊維板 

JIS K 1570 木材保存剤 

JIS K 6806 水性高分子－イソシアネート系木材接着剤 
 

（新設） 
 
 

 

  
3  用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 
（定義） 

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。 
  

（削る。） 用 語 定 義 
造 作 用 集 成 材 集成材のうち、素地のままのもの、素地の美観を表したもの（これらを二

次接着したものを含む。）又はこれらの表面にみぞ切り等の加工若しくは

塗装を施したものであって、主として構造物等の内部造作に用いられるも

のをいう。 

 
化粧ばり造作用集成

材 
集成材のうち、素地の表面に美観を目的として薄板（薄板を保護するため

に、紙、薄板と繊維方向を平行にした厚さが５mm 未満の台板、薄板と繊

維方向を直交させた厚さが２mm 以下の単板、厚さが３mm 以下の合板又

は日本産業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ａ 5905 に規定する品質に適

3.1 
造作用集成材 

集成材のうち，素地のままのもの，素地の美観を表したもの（これらを二次接着したものを含む。）

又はこれらの表面にみぞ切り等の加工若しくは塗装を施したものであって，主として構造物等の内部

造作に用いられるもの 
3.2 
化粧ばり造作用集成材 
集成材のうち，素地の表面に美観を目的として薄板を貼り付けたもの又はこれらの表面にみぞ切り

等の加工若しくは塗装を施したものであって，主として構造物等の内部造作に用いられるもの 
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合することが確認されている厚さが３mm 以下のＭＤＦ若しくはハード

ボードを下貼りしたものを含む。）を貼り付けたもの又はこれらの表面に

みぞ切り等の加工若しくは塗装を施したものであって、主として構造物等

の内部造作に用いられるものをいう。 

 
構 造 用 集 成 材 集成材のうち、所要の耐力を目的として等級区分したひき板（幅方向に合

わせ調整したもの、長さ方向にスカーフジョイント又はフィンガージョイ

ントで接合接着して調整したものを含む。）又はラミナブロック（内層特

殊構成集成材に限る。）をその繊維方向を互いに平行にして積層接着した

もの（これらを二次接着したもの又はこれらの表面に集成材の保護等を目

的とした塗装を施したものを含む。）であって、主として構造物の耐力部

材として用いられるもの（化粧ばり構造用集成柱を除く。）をいう。 

 
化粧ばり構造用集成

柱 
集成材のうち、所要の耐力を目的として選別したひき板（幅方向に接着し

たもの及び長さ方向にスカーフジョイント又はフィンガージョイントで

接合接着して調整したものを含む。）を積層接着し、その表面に美観を目

的として薄板（薄板を保護するために、紙、薄板と繊維方向を平行にした

厚さが５mm 未満の台板、薄板と繊維方向を直交させた厚さが２mm 以下

の単板、厚さが３mm 以下の合板又はＪＩＳ Ａ 5905 に規定する品質に適

合することが確認されている厚さが３mm 以下のＭＤＦ若しくはハード

ボードを下貼りしたものを含む。）を貼り付けたもので、主として在来軸

組工法住宅の柱材として用いられるもの（横断面の一辺の長さが 90mm 以

上 150mm 未満のものに限る。）をいう。 

 
短 辺 

 
集成材の横断面における短い辺をいう。 

長 辺 
 

集成材の横断面における長い辺をいう。ただし、横断面が正方形のものに

あっては、積層方向の辺をいう。 

材 長  通直な集成材について両木口面を結ぶ最短直線の長さをいう。 

仕 上 げ 材 造作用集成材のうち、修正びき又は材面調整を行い、寸法仕上げをしたも

のをいう。 

 

3.3 
構造用集成材 

集成材のうち，所要の耐力を目的として等級区分したひき板（幅方向に合わせ調整したものを含む。）

又はラミナブロック（内層特殊構成集成材に限る。）をその繊維方向を互いに平行にして積層接着した

もの（これらを二次接着したもの又はこれらの表面に集成材の保護等を目的とした塗装を施したもの

を含む。）であって，主として構造物の耐力部材として用いられるもの（化粧ばり構造用集成柱を除

く。） 

 
3.4 
化粧ばり構造用集成柱 

集成材のうち，所要の耐力を目的として選別したひき板（幅方向に接着したもの及び長さ方向にス

カーフジョイント又はフィンガージョイントで接合接着して調整したものを含む。）を積層接着し，そ

の表面に美観を目的として薄板を貼り付けたものであって，主として在来軸組工法住宅の柱材として

用いられるもの（横断面の一辺の長さが 90 mm 以上 150 mm 未満のものに限る。） 

 

3.5 
短辺 

集成材の横断面における短い辺 

 
3.6 
長辺 

集成材の横断面における長い辺。ただし，横断面が正方形のものにあっては，積層方向の辺 

 
3.7 
材長 

通直な集成材について両木口面を結ぶ最短直線の長さ 

 
3.8 
仕上げ材 

造作用集成材のうち，修正びき又は材面調整を行い，寸法仕上げをしたもの 
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3.9 
未仕上げ材 

造作用集成材のうち，仕上げ材以外のもの 

 

未 仕 上 げ 材 造作用集成材のうち、仕上げ材以外のものをいう。 

 

二 次 接 着 造作用集成材にあっては集成材同士のフィンガージョイントによる長さ

方向の接合接着を、構造用集成材にあっては同一条件で製造された集成材

同士の幅方向の接着又はラミナを積層接着した複数の構成要素に分けて

製造する場合の構成要素同士の積層方向の接着をいう。 

 

ラ ミ ナ 集成材の構成層をなすひき板（ひき板又は小角材を幅方向に合わせ、又は

接着したもの及び長さ方向に接合接着して調整したものを含む。）又はそ

の層をいう。 

 

幅はぎ未評価ラミナ 構造用集成材に用いるラミナのうち、矩形であって、幅方向の接着に使用

する接着剤が、第５条の接着の項に規定する各使用環境ごとの使用可能な

接着剤以外の接着剤を使用したもの、又は幅方向に接着剤を使用せずに合

わせたものをいう。 

 

保 存 処 理 ラ ミ ナ 保存処理を施したラミナについて、ＭＳＲ区分したものをいう。 

 

ラ ミ ナ の 厚 さ ラミナの横断面における短い辺をいう。 

 

ラ ミ ナ ブ ロ ッ ク 幅はぎがなく同一等級であり、かつ、同一樹種のラミナを複数枚積層接着

したものであって、内層特殊構成集成材の構成要素として用いるものをい

う。 

積 層 方 向 構造用集成材又はラミナブロックの最も外側の層を構成するラミナの厚

さの方向をいう。 

 

幅 方 向 構造用集成材又はラミナブロックの最も外側の層を構成するラミナの横

3.10 
二次接着 

造作用集成材にあっては集成材同士のフィンガージョイントによる長さ方向の接合接着を，構造用

集成材にあっては同一条件で製造された集成材同士の幅方向の接着又はラミナを積層接着した複数の

構成要素に分けて製造する場合の構成要素同士の積層方向の接着 

 
3.11 
ラミナ 

集成材の構成層をなすひき板（ひき板又は小角材を幅方向に合わせ，又は接着したもの及び長さ方

向に接合接着して調整したものを含む。）又はその層 

 
3.12 
幅はぎ未評価ラミナ 

構造用集成材に用いるラミナのうち，矩形であって，幅方向の接着に使用する接着剤が 4.3.13.2 に規

定する各使用環境ごとの使用可能な接着剤以外の接着剤を使用したもの，又は幅方向に接着剤を使用

せずに合わせたもの 

 
3.13 
保存処理ラミナ 

保存処理を施したラミナについて，MSR 区分したもの 

 
3.14 
ラミナの厚さ 

ラミナの横断面における短い辺 

 
3.15 
ラミナブロック 

幅はぎがなく同一等級であり，かつ，同一樹種のラミナを複数積層接着したものであって，内層特殊

構成集成材の構成要素として用いるもの 

 
3.16 
積層方向 

構造用集成材又はラミナブロックの最も外側の層を構成するラミナの厚さの方向 

 
3.17 
幅方向 
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構造用集成材又はラミナブロックの最も外側の層を構成するラミナの横断面の長辺方向 

 
断面の長辺方向をいう。 

 
大 断 面 集 成 材 構造用集成材のうち、短辺が 15cm 以上、断面積が 300cm２以上のものを

いう。 

 

中 断 面 集 成 材 構造用集成材のうち、短辺が 7.5cm 以上、長辺が 15cm 以上のものであっ

て、大断面集成材以外のものをいう。 

 

小 断 面 集 成 材 構造用集成材のうち、短辺が 7.5cm 未満又は長辺が 15cm 未満のものをい

う。 

異等級構成集成材 構成するラミナの品質が同一でない構造用集成材であって、はり等高い曲

げ性能を必要とする部分に用いられる場合に、曲げ応力を受ける方向が積

層面に直角になるよう用いられるものをいう。 

同一等級構成集成材 構成するラミナの品質及び樹種が同一の構造用集成材であって、ラミナの

積層数が２枚又は３枚のものにあっては、はり等高い曲げ性能を必要とす

る部分に用いられる場合に、曲げ応力を受ける方向が積層面に平行になる

よう用いられるものをいう。 

 

対称異等級構成集成

材 
異等級構成集成材のうち、ラミナの品質の構成が積層方向の中心軸に対し

て対称であるものをいう。 

 

内層特殊構成集成材 幅方向の辺の長さが６cm を超えるラミナブロックをその積層方向が集成

材の積層方向と直交するよう内層に積層した対称異等級構成集成材又は

同一等級構成集成材をいう。 

 

特定対称異等級構成

集成材 
対称異等級構成集成材のうち、曲げ性能を優先したラミナ構成であるもの

をいう。 

 

 

3.18 
大断面集成材 

構造用集成材のうち，短辺が 15 cm 以上，断面積が 300 cm2以上のもの 

 
3.19 
中断面集成材 

構造用集成材のうち，短辺が 7.5 cm 以上，長辺が 15 cm 以上のものであって，大断面集成材以外の

もの 

 
3.20 
小断面集成材 

構造用集成材のうち，短辺が 7.5 cm 未満又は長辺が 15 cm 未満のもの 

 
3.21 
異等級構成集成材 

構成するラミナの品質が同一でない構造用集成材であって，はり等高い曲げ性能を必要とする部分

に用いられる場合に，曲げ応力を受ける方向が積層面に直角になるよう用いられるもの 

 
3.22 
同一等級構成集成材 

構成するラミナの品質及び樹種が同一の構造用集成材であって，ラミナの積層数が 2 又は 3 のもの

にあっては，はり等高い曲げ性能を必要とする部分に用いられる場合に，曲げ応力を受ける方向が積

層面に平行になるよう用いられるもの 

 
3.23 
対称異等級構成集成材 

異等級構成集成材のうち，ラミナの品質の構成が積層方向の中心軸に対して対称であるもの 

 
3.24 
内層特殊構成集成材 

幅方向の辺の長さが 6 cm を超えるラミナブロックをその積層方向が集成材の積層方向と直交するよ

う内層に積層した対称異等級構成集成材又は同一等級構成集成材 

 
3.25 
特定対称異等級構成集成材 

対称異等級構成集成材のうち，曲げ性能を優先したラミナの構成であるもの 
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3.26 
非対称異等級構成集成材 

異等級構成集成材のうち，ラミナの品質の構成が積層方向の中心軸に対して対称でないもの 

 

非対称異等級構成集

成材 
異等級構成集成材のうち、ラミナの品質の構成が積層方向の中心軸に対し

て対称でないものをいう。 

 

最 外 層 異等級構成集成材の積層方向の両外側からその方向の辺長の 16 分の１以

内の部分をいう。 

 

外 層 異等級構成集成材の積層方向の両外側からその方向の辺長の 16 分の１を

超えて離れ、かつ、８分の１以内の部分をいう。 

 

内 層 異等級構成集成材及び同一等級構成集成材の積層方向の両外側からその

方向の辺長の４分の１以上離れた部分をいう。 

 

中 間 層 異等級構成集成材の最外層、外層及び内層以外の部分をいう。 

 

等 級 区 分 機 ラミナのヤング係数を測定するために用いる装置をいう。 

 

Ｍ Ｓ Ｒ 区 分 等級区分機により測定された曲げヤング係数が基準に適合し、かつ、曲げ

ヤング係数に対応した曲げ強さ又は引張り強さが基準に適合しているこ

とを定期的に確認することを前提に、等級区分機を用いて長さ方向に移動

させながら連続して曲げヤング係数を測定して品質を区分することをい

う。 

機 械 等 級 区 分 ＭＳＲ区分以外で等級区分機を用いてラミナの品質を区分することをい

う。 

 

目 視 等 級 区 分 等級区分機によらず、目視によりラミナの品質を区分することをいう。 

 

 

3.27 
最外層 

異等級構成集成材の積層方向の両外側からその方向の辺長の 1/16 以内の部分 

 
3.28 
外層 

異等級構成集成材の積層方向の両外側からその方向の辺長の 1/16 を超えて離れ，かつ，1/8 以内の部

分 

 
3.29 
内層 

異等級構成集成材及び同一等級構成集成材の積層方向の両外側からその方向の辺長の 1/4 以上離れ

た部分 

 
3.30 
中間層 

異等級構成集成材の最外層，外層及び内層以外の部分 

 
3.31 
等級区分機 

ラミナのヤング係数を測定するために用いる装置 

 
3.32 
MSR 区分 

等級区分機により測定された曲げヤング係数が基準に適合し，かつ，曲げヤング係数に対応した曲

げ強さ又は引張り強さが基準に適合していることを定期的に確認することを前提に，等級区分機を用

いて長さ方向に移動させながら連続して曲げヤング係数を測定してラミナの品質を区分すること 

 
3.33 
機械等級区分 

MSR 区分以外で等級区分機を用いてラミナの品質を区分すること 

 
3.34 
目視等級区分 

等級区分機によらず，目視又はカメラ撮影若しくはレーザー照射等を用いた材面測定機器による測

定によりラミナの品質を区分すること 
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3.35 
使用環境 A 

構造用集成材の含水率が長期間継続的に又は断続的に 19 %を超える環境，直接外気にさらされる環

境，太陽熱等により長期間断続的に高温になる環境，構造物の火災時でも高度の接着性能を要求され

る環境その他の構造物の耐力部材として，接着剤の耐水性，耐候性又は耐熱性について高度な性能が

要求される使用環境 

 

使 用 環 境 Ａ 構造用集成材の含水率が長期間継続的に又は断続的に 19％を超える環境、

直接外気にさらされる環境、太陽熱等により長期間断続的に高温になる環

境、構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他の構造物

の耐力部材として、接着剤の耐水性、耐候性又は耐熱性について高度な性

能が要求される使用環境をいう。 

 

 
使 用 環 境 Ｂ 構造用集成材の含水率が時々19％を超える環境、太陽熱等により時々高温

になる環境、構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他

の構造物の耐力部材として、接着剤の耐水性、耐候性又は耐熱性について

通常の性能が要求される使用環境をいう。 

 

使 用 環 境 Ｃ 構造用集成材の含水率が時々19％を超える環境、太陽熱等により時々高温

になる環境その他の構造物の耐力部材として、接着剤の耐水性、耐候性又

は耐熱性について通常の性能が要求される使用環境をいう。 

 
 

3.36 
使用環境 B 
構造用集成材の含水率が時々19 %を超える環境，太陽熱等により時々高温になる環境，構造物の火

災時でも高度の接着性能を要求される環境その他の構造物の耐力部材として，接着剤の耐水性，耐候

性又は耐熱性について通常の性能が要求される使用環境 

 
3.37  
使用環境 C 

構造用集成材の含水率が時々19 %を超える環境，太陽熱等により時々高温になる環境その他の構造

物の耐力部材として，接着剤の耐水性，耐候性又は耐熱性について通常の性能が要求される使用環境 

 
3.38 
薄板 

次に掲げるもの 
a) 木材を薄く製材した板状のもの 
b) a)を保護するために，1)～5)に掲げるものを下貼りしたもの 

1) 紙 

2) 台板［厚さが 5 mm 未満であり，かつ，a)と繊維方向を平行にしたものに限る。］ 

3) 単板［厚さが 2 mm 以下であり，かつ，a)と繊維方向を直交させたものに限る。］ 

4) 合板（厚さが 3 mm 以下のものに限る。） 

5) MDF 又はハードボード（厚さが 3 mm 以下であり，かつ，JIS A 5905 に規定する品質に適合す

ることが確認されているものに限る。） 

（新設） 

3.39 
再割加工 

同一等級構成集成材を積層面に直角に長さ方向に切断加工すること 

 

（新設） 

4 品質 （新設） 
 （造作用集成材の規格） 
4.1 造作用集成材 

 
 

 
 

第３条 造作用集成材の規格は、次のとおりとする。 
区 分 基 準 

１   等 ２   等 
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4.1.1 接着の程度 

JAS 1152-2 の 5.1 浸せき剝離試験の結果，二次接着以外にあっては，両木口面における剝離率が 10 %
以下であり，かつ，同一接着層における剝離の長さの合計がそれぞれの長さの 1/3 以下でなければなら

ない。また，二次接着にあっては，当該部分の切断面における平均剝離率が 10 %以下でなければなら

ない。なお，平均剝離率は，2 個の試験片を使用する場合には各試験片の剝離率の平均とし，1 個の試

験片を使用する場合には当該試験片の剝離率を平均剝離率とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 

品

質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

接着の程

度 
別記の３の(1)の浸せき剝離試験の結

果、二次接着以外にあっては、両木口

面における剝離率が 10％以下であり、

かつ、同一接着層における剝離の長さ

の合計がそれぞれの長さの３分の１

以下であること。また、二次接着にあ

っては、当該部分の切断面における平

均剝離率が 10％以下であること。な

お、平均剝離率は、２個の試験片を使

用する場合には各試験片の剝離率の

平均とし、１個の試験片を使用する場

合には当該試験片の剝離率を平均剝

離率とする。 

 

同左 

含 水 率 別記の３の(5)の含水率試験の結果、

同一試料集成材から採取した試験片

の含水率の平均値が 15％以下である

こと。 

同左 

ホルムア

ルデヒド

放散量 

別記の３の(9)のホルムアルデヒド放散量試験において、別記の１の(4)により抜

き取られた試料集成材のホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が、表１

の性能区分に応じたそれぞれの数値以下であること。ただし、ホルムアルデヒド

を含む接着剤を使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認

めた場合にあっては、この限りでない。 

表１ ホルムアルデヒド放散量の基準 
 

性能区分 平 均 値 最 大 値 

Ｆ☆☆☆☆ 0.3mg／Ｌ 0.4mg／Ｌ 

Ｆ☆☆☆ 0.5mg／Ｌ 0.7mg／Ｌ 

Ｆ☆☆ 1.5mg／Ｌ 2.1mg／Ｌ 

Ｆ☆Ｓ 3.0mg／Ｌ 4.2mg／Ｌ 
 

見付け材

面の品質 
次項に規定する見付け材面の品質の

基準の１等に適合すること。 
 

次項に規定する見付け材面の品質の基

準の２等に適合すること。 

4.1.2 含水率 

JAS 1152-2 の 5.5 含水率試験の結果，同一試料集成材から採取した試験片の含水率の平均値が 15 %
以下でなければならない。 
 
4.1.3 ホルムアルデヒド放散量 

JAS 1152-2 の 5.12 ホルムアルデヒド放散量試験において，B.1 d)によって抜き取られた試料集成材

のホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が，性能区分に応じ，それぞれ表 1 の数値以下でなけ

ればならない。ただし，ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料を使用

していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては，この限りでない。 
 

表 1－ホルムアルデヒド放散量の基準 

単位 mg/L 
 

性能区分 平均値 最大値 

F☆☆☆☆ 0.3 0.4 
F☆☆☆ 0.5 0.7 
F☆☆ 1.5 2.1 
F☆S 3.0 4.2 

 

 

4.1.4 見付け材面の品質 

表 2 の品質の基準に適合しなければならない。ただし，見付け材面の品質について，特に要求のあ

る場合には，製造業者，販売業者又は輸入業者と販売先の協定等による。 
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表 2－見付け材面の品質の基準 

事項 基準 

1 等 2 等 

欠け及びきず 極めて軽微でなければならない。 欠けにあっては，厚さが 2 mm 以下，

幅が 3 mm 以下，長さが 50 mm 以下で

あり，かつ，1 個以下でなければなら

ない。きずにあっては，軽微でなけれ

ばならない。 

腐れ あってはならない。 

割れ 極めて軽微でなければならない。 軽微でなければならない。 

逆目（仕上げ

材に限る。） 

極めて軽微でなければならない。 顕著であってはならない。 

補修 a), b) 材色又は木理が周囲の材とよく調和

し，補修部分の透き間がなく，脱落又

は陥没のおそれがないものでなければ

ならない。 

補修部分の透き間がなく，脱落又は陥

没のおそれがないものでなければなら

ない。 

その他加工時

の欠点 b) 

極めて軽微でなければならない。 顕著であってはならない。 

注 a) 補修とは，埋め木すること又は合成樹脂等を充塡することをいう。 

注 b) みぞ付け加工を施したみぞの内部については，補修であって美観を損じないものについ

ては，欠点として取り扱わない。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲がり（通

直材に限

る。）、反り

及びねじ

れ 

矢高が、集成材の長さ１ｍ当たり１

mm 以下であること。 
同左 

塗装（塗装

加工を施

した旨の

表示をし

てあるも

の に 限

る。） 

気泡、塗装むら等が目立たないこと。 同左 

みぞ付け

加工、面取

り加工及

び切削加

良好であること。 同左 

4.1.5 曲がり（通直材に限る。），反り及びねじれ 

矢高が，集成材の長さ 1 m 当たり 1 mm 以下でなければならない。 

 

 

4.1.6 塗装（塗装加工を施した旨の表示をしてあるものに限る。） 

気泡，塗装むら等が目立ってはならない。 

 
 
 
 
 
4.1.7 みぞ付け加工，面取り加工及び切削加工（仕上げ材に限る。） 

良好でなければならない。 
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工（仕上げ

材 に 限

る。） 

接合の透

き間 
ないこと。 
 
 

顕著でないこと。 

二次接着 

 

 

 

集成材同士の長さ方向の接合接着部はフィンガージョイントとし、造作用材と

して利用上支障のない強度を有し、接着仕上げが良好であり、被着材の外観に調

和がとれていること。 

同一横断

面におけ

るたて継

ぎ部の面

積（バット

ジョイン

ト に 限

る。） 

材長方向にラミナの厚さと等倍の距離の範囲の横断面において、横断面の面積

の 50％を超えないこと。 

寸法 表示された寸法と測定した寸法との差が表２の数値以下であること。 

 

表２ 寸法の許容差 

（単位：mm） 

区分 表示された寸法と測定した寸法との差 
短辺 

及び 

長辺 

仕上げ材 ＋1.0    －0.5 
未仕上げ材 ＋3.0     －0 

材長 ＋制限なし  －0 
 

表

示 
表示事項 １ 次の事項を一括して表示してあること。 

(1) 品名 
(2) 樹種名 
(3) 見付け材面 
(4) 寸法 
(5) ホルムアルデヒド放散量（２又は３に規定する表示をする場合を除く。） 
(6) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者）の氏名又は名称及

4.1.8 接合の透き間 

a) 1 等の場合 あってはならない。 

b) 2 等の場合 顕著であってはならない。 
 
4.1.9 二次接着 

集成材同士の長さ方向の接合接着部はフィンガージョイントとし，造作用材として利用上支障のな

い強度を有し，接着仕上げが良好であり，被着材の外観に調和がとれていなければならない。 

 
4.1.10 同一横断面におけるたて継ぎ部の面積（バットジョイントに限る。） 

材長方向にラミナの厚さと等倍の距離の範囲の横断面において，横断面の面積の 50 %を超えてはな

らない。 

 

 

 

4.1.11 寸法 

JAS 1152-2 の 5.13 寸法の測定試験の結果，表示された寸法と測定した寸法との差が表 3 の数値以下

でなければならない。ただし，短辺，長辺及び材長の寸法の許容差について，特に要求のある場合に

は，製造業者，販売業者又は輸入業者と販売先の協定等による。 

 

表 3－寸法の許容差 

単位 mm 

区分 表示された寸法と測定した寸法との差 
短辺及び長辺 仕上げ材 ＋1.0 －0.5 

未仕上げ材 ＋3.0 －0 

材長 ＋制限なし －0 
 

（削る。） 
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び所在地 
２ 塗装したものであって、ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデ

ヒドを放散する塗料を使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証

機関が認めた場合にあっては、１に規定するもののほか、非ホルムアルデヒド

系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料を使用している旨を表示す

ることができる。 
３ 塗装していないものであって、ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用して

いないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては、

１に規定するもののほか、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨を

表示することができる。 
表示の方

法 
１ 表示事項の項の(1)から(5)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法に

より行われていること。 
(1) 品名 
ア 仕上げ材にあっては「造作用集成材」と、未仕上げ材にあっては「造作用

集成材（未仕上げ）」と記載すること。 
イ 塗装したものにあっては、「造作用集成材（塗装）」と記載すること。 
ウ 用途が特定しているものにあっては、「造作用集成材」、「造作用集成材（塗

装）」又は「造作用集成材（未仕上げ）」の次に、括弧を付して、「（てすり）」

等と用途を一般的な呼称で記載すること。 

(2) 樹種名 
樹種名を使用量の多いものから順にその最も一般的な名称をもって記載す

ること。 
(3) 見付け材面 

１面、２面、３面及び４面のいずれかを表す文字等を記載すること。 
(4) 寸法 

寸法は、「短辺」、「長辺」及び「材長」の文字の次に、ミリメートル、セン

チメートル又はメートルの単位で、単位を明記して記載すること。ただし、等

断面でないもの又は型取り加工を施したものであって、短辺又は長辺の表示

が困難なものにあっては、短辺又は長辺の表示を、通直材以外のものにあって

は材長の表示を省略することができる。この場合においては、「短辺」、「長辺」

又は「材長」の文字の次に「略」と記載すること。 
(5) ホルムアルデヒド放散量 

性能区分がＦ☆☆☆☆のものにあっては「Ｆ☆☆☆☆」と、性能区分がＦ☆

☆☆のものにあっては「Ｆ☆☆☆」と、性能区分がＦ☆☆のものにあっては

「Ｆ☆☆」と、性能区分がＦ☆Ｓのものにあっては「Ｆ☆Ｓ」と記載すること。 
２ 表示事項の項の２により、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

ヒドを放散しない塗料を使用している旨の表示をする場合には「非ホルムア

ルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」と記載する

こと。 

（削る。） 
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（削る。） 
 

 

３ 表示事項の項の３により、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨

の表示をする場合には、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」と記載すること。 

４ 表示事項の項に規定する事項の表示は、別記様式により、各個又は各こりご

とに、見やすい箇所にしてあること。 
表示禁止

事項 
次に掲げる事項は、これを表示していないこと。 
(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語 
(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示 

 

 
 

 

  

（削る。） ２ 前項の見付け材面の品質の基準は、次のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削る。） 
 

事   項 基       準 

１   等 ２   等 

欠け及びきず 極めて軽微であること。 欠けにあっては、厚さが２mm 以下、 

幅が３mm 以下、長さが 50mm 以下 

であり、かつ、１個以下であること。 

きずにあっては、軽微であること。 

腐れ ないこと。 同左 

割れ 極めて軽微であること。 軽微であること。 

逆目（仕上げ材に

限る。） 

極めて軽微であること。 顕著でないこと。 

補修 材色又は木理が周囲の材とよく調和

し、補修部分の透き間がなく、脱落又

は陥没のおそれがないこと。 

補修部分の透き間がなく、脱落又は

陥没のおそれのないこと。 

その他加工時の

欠点 

極めて軽微であること。 顕著でないこと。 

 

（注）１ みぞ付け加工を施したみぞの内部については、節及び補修であって美観を損じないもの

については、欠点として取り扱わない。 

２ 補修とは、埋木すること又は合成樹脂等を充塡することをいう。 

  

 （化粧ばり造作用集成材の規格） 

4.2 化粧ばり造作用集成材 第４条 化粧ばり造作用集成材の規格は、次のとおりとする。 

 
区 分 基 準 

１  等 ２   等 

 



- 12 - 

4.2.1 接着の程度 

JAS 1152-2 の 5.1 浸せき剝離試験の結果，両木口面における剝離率が 10 %以下であり，かつ，同一

接着層における剝離の長さの合計がそれぞれの長さの 1/3 以下でなければならない。 

 
 

 接着の程度 別記の３の(1)の浸せき剝離試験の結

果、両木口面における剝離率が 10％
以下であり、かつ、同一接着層におけ

る剝離の長さの合計がそれぞれの長

さの３分の１以下であること。 

同左 

含 水 率 別記の３の(5)の含水率試験の結果、

同一試料集成材から採取した試験片

の含水率の平均値が 15％以下である

こと。 

同左 

表面割れに

対する抵抗 

性 

別記の３の(6)の表面割れに対する抵

抗性試験の結果、試験片の表面に割

れを生ぜず、又は生じても軽微であ

ること。 

同左 

ホルムアル

デヒド放散

量 

前条第１項の表ホルムアルデヒド放

散量の項に同じ。 

同左 

見付け材面 

の品質 

 

次項に規定する見付け材面の品質の

基準の１等に適合すること。 

 

次項に規定する見付け材面の品質の基 

準の２等に適合すること。 

  

（新設） 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4.2.2 含水率 

4.1.2 に同じ。 
 

 
4.2.3 表面割れに対する抵抗性 

JAS 1152-2 の 5.6 表面割れに対する抵抗性試験の結果，試験片の表面に割れを生ぜず，又は生じても

軽微でなければならない。ただし，見付け材面に限る。  
4.2.4 ホルムアルデヒド放散量 

4.1.3 に同じ。 
 

4.2.5 見付け材面の品質 

表 4 の品質の基準に適合しなければならない。 
 
 

表 4－見付け材面の品質の基準 
事項 基準 

1 等 2 等 

節 b)（節を化

粧の目的とし

たものを除

く。） 

あってはならない。 a) 長径が 30 mm 以下であって，あま

り美観を損じてはならない。 

b) 抜け節，腐れ節及び抜けやすい節

があってはならない。 
やにつぼ，や

にすじ及び入

り皮 

極めて軽微でなければならない。 軽微でなければならない。 

欠け及びきず  あってはならない。 欠けにあっては，厚さが 2 mm 以下，

幅が 3 mm 以下，長さが 50 mm 以下で

あり，かつ，1 個以下でなければなら

ない。きずにあっては，軽微でなけれ

ばならない。 
腐れ あってはならない。 

割れ あってはならない。 軽微でなければならない。 

変色及び汚染 極めて軽微でなければならない。 顕著であってはならない。 
穴 あってはならない。 長径が 2 mm 以下のもので集在してい

てはならない。 
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逆目 あってはならない。 軽微でなければならない。 

ふくれ，しわ

及び重なり 

あってはならない。 極めて軽微でなければならない。 

はぎ目の透き あってはならない。 透き間の幅が 0.3 mm 以下でなければ

ならない。 

色調及び木理

の不整 

見付け材面のそれぞれの材色及び木理の走向が，おおむね調和していなければ

ならない。 

 

補修 a)，b) 

 
補修部分が小部分で，材色又は木理が

周囲の材とよく調和し，補修部分の透

き間がなく，脱落又は陥没のおそれが

あってはならない。 

材色又は木理が周囲の材とよく調和

し，補修部分の透き間がなく，脱落又

は陥没のおそれがあってはならない。 

その他の欠点 極めて軽微でなければならない。 顕著であってはならない。 

注 a) 補修とは，埋め木すること又は合成樹脂等を充塡することをいう。 

注 b) みぞ付け加工を施したみぞの内部については，節及び補修であって美観を損じないもの

については，欠点として取り扱わない。 
 

   

   

   

   

   

   

塗装（塗装

加工を施し

た旨の表示

をしてある

ものに限

る。） 

 

気泡、塗装むら等が目立たないこと。 同左 

曲がり（通直

材に限る｡)、
反り 

及びねじれ 

矢高が、集成材の長さ１ｍ当たり１

mm 以下であること。ただし、敷居及

びかもいの反りにあっては、矢高が、

集成材の長さ１ｍ当たり３mm 以下

であること。 

同左 

みぞ付け加

工、面取り

加工及び切

削加工 

良好であること。 同左 

化粧薄板の

厚さ 

敷居、かまち及び階段板の上面にあ

っては、0.6mm 以上であること。 

同左 

 

4.2.6 塗装（塗装加工を施した旨の表示をしてあるものに限る。） 

4.1.6 に同じ。 
 

4.2.7 曲がり（通直材に限る。），反り及びねじれ 

矢高が，集成材の長さ 1 m 当たり 1 mm 以下でなければならない。ただし，敷居及びかもいの反りに

あっては，矢高が，集成材の長さ 1 m 当たり 3 mm 以下でなければならない。 

 
 

4.2.8 みぞ付け加工，面取り加工及び切削加工 

4.1.7 に同じ。 
 
 

4.2.9 化粧薄板の厚さ 

敷居，かまち及び階段板の上面にあっては，0.6 mm 以上でなければならない。 
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4.2.10 寸法 

JAS 1152-2 の 5.13 寸法の測定試験の結果，表示された寸法と測定した寸法との差が表 5 の数値以下

でなければならない。 

 

寸法 表示された寸法と測定した寸法との差が表３の数値以下であること。 

 

 

表３ 寸法の許容差 

（単位：mm） 

区  分 表示された寸法と測定した寸法との差 
短辺及び長辺 ＋1.0    －0.5 

材長 ＋制限なし  －0 
 

表 

 

示 

表 示 事 項 １  次の事項を一括して表示してあること。 

 

(1) 品名 

(2) 樹種名（芯材） 

(3) 樹種名（化粧薄板） 

(4) 化粧薄板の厚さ 

(5) 見付け材面 

(6) 寸法 

(7) ホルムアルデヒド放散量（２又は３に規定する表示をする場合を除く。） 

(8) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者）の氏名又は名称及

び所在地 

２  前条第１項の表表示事項の項の２に同じ。 

３  前条第１項の表表示事項の項の３に同じ。 

表示の方法 １ 表示事項の項の(1)から(7)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法

により行われていること。 

(1) 品名 

 ア 「化粧ばり造作用集成材」と記載すること。 

イ 塗装したものにあっては、「化粧ばり造作用集成材（塗装）」と記載す

ること。 

ウ 用途が特定しているものにあっては、「化粧ばり造作用集成材」又は「化

粧ばり造作用集成材（塗装）」の次に、括弧を付して、｢（なげし）｣等と

用途を一般的な呼称で記載すること。 

(2) 樹種名（芯材） 

樹種名を使用量の多いものから順にその最も一般的な名称をもって記載

すること。 

(3) 樹種名（化粧薄板） 

樹種名を最も一般的な名称で記載すること。 

表 5－寸法の許容差 
単位 mm 

区分 表示された寸法と測定した寸法との差 
短辺及び長辺 ＋1.0 －0.5 

材長 ＋制限なし －0 
 

 

（削る。） 
 

（削る。） 
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 (4) 化粧薄板の厚さ 

ミリメートルの単位で、単位を明記して少数第１位までの数値を記載す 

ること。 
(5) 見付け材面 

１面、２面、３面及び４面のいずれかを表す文字等を記載すること。 
(6) 寸法 

寸法は、「短辺」、「長辺」及び「材長」の文字の次に、ミリメートル、

センチメートル又はメートルの単位で、単位を明記して記載すること。た

だし、等断面でないもの又は型取り加工を施したものであって、短辺又は

長辺の表示が困難なものにあっては短辺又は長辺の表示を、通直材以外の

ものにあっては材長の表示を省略することができる。この場合において

は、「短辺」、「長辺」又は「材長」の文字の次に、「略」と記載すること。 
(7) 前条第１項の表表示の方法の項の１の(5)に同じ。 

２ 前条第１項の表表示の方法の項の２に同じ。 

３ 前条第１項の表表示の方法の項の３に同じ。 

４ 表示事項の項に規定する事項の表示は、別記様式により、各個又は各こり 

ごとに、見やすい箇所にしてあること。 
表示禁止事

項 

前条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。 

 

（削る。） 

 

（削る。） ２ 前項の見付け材面の品質の基準は、次のとおりとする。 

 

事  項 基      準 

１  等 ２  等 

節（節を化粧の目

的としたものを 

除く。） 

ないこと。 １ 長径が 30mm 以下であって、あ

まり美観を損じないこと。 

２ 抜け節、腐れ節及び抜けやすい

節のないこと。 

やにつぼ、やにす

じ及び入り皮 

極めて軽微であること。 軽微であること。 

欠け及びきず ないこと。 欠けにあっては、厚さが２mm以下、

幅が３mm 以下、長さが 50mm 以下で

あり、かつ、１個以下であること。 

きずにあっては、軽微であること。 

腐 れ ないこと。 同左 

割 れ ないこと。 軽微であること。 

変 色 及 び 汚 染 極めて軽微であること。 顕著でないこと。 
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穴 ないこと。 長径が２mm 以下のもので集在して

いないこと。 

逆 目 ないこと。 軽微であること。 

ふくれ、しわ及び

重なり 

ないこと。 極めて軽微であること。 

は ぎ 目 の 透 き ないこと。 透き間の幅が 0.3mm 以下のものであ

ること。 

色調及び木理の

不整 

見付け材面のそれぞれの材色及び木理

の走向が、おおむね調和していること。 

同左 

補 修 補修部分が小部分で、材色又は木理が

周囲の材とよく調和し、補修部分の透

き間がなく、脱落又は陥没のおそれが

ないこと。 

材色又は木理が周囲の材とよく調和

し、補修部分の透き間がなく、脱落又 

は陥没のおそれのないこと。 

そ の 他 の 欠 点 極めて軽微であること。 顕著でないこと。 

  
（注） 前条の造作用集成材の規格の見付け材面の品質の基準の（注）に同じ。 

  （構造用集成材の規格） 
第５条 構造用集成材の規格は、次のとおりとする。 

 

区 分 基 準 
品

質 
 

接着の程度

（ラミナの

うち、幅方向 

接着層全体が一様に接着されているものであって、別記の３の(1)の浸せき剝

離試験及び別記の３の(2)の煮沸剝離試験の結果、又は別記の３の(3)の減圧加

圧剝離試験の結果、次の(1)及び(2)の要件に適合すること。 

4.3 構造用集成材 

 

 

4.3.1 接着の程度 

接着層全体が一様に接着されているものであって，次の a)及び b)の要件に適合しなければならない。

ただし，ラミナのうち，幅方向に接合したもので接着の程度の評価をしない部分を除く。 
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a) JAS 1152-2 の 5.1 浸せき剝離試験及び 5.2 煮沸剝離試験の結果又は 5.3 減圧加圧剝離試験の結果，

次の 1)及び 2)の数値以下でなければならない。 
1) 試験片の両木口面におけるラミナブロックの積層接着，二次接着及び幅はぎ接着を含む全ての

接着層の全体の剝離率が 5 % 
2) 試験片の各木口面ごとの同一接着層における剝離の長さの合計がそれぞれの接着層の長さの 1/4 

 
（削る。） 

 
 
b) JAS 1152-2 の 5.4 ブロックせん断試験の結果，試験片のせん断強さ及び木部破断率が表 6 の数値

以上でなければならない。 
 
 
 
 

表 6－せん断強さ及び木部破断率の基準 

樹種

区分 
樹種名 せん断強さ 

MPa 又は 

N/mm2 a)，b) 

木部破断率 

%b) 

1 イタヤカエデ，カバ，ブナ，ミズナラ，ケヤキ及びアピトン 9.6 60 

2 タモ，シオジ及びニレ 8.4 
3 ヒノキ，ヒバ，カラマツ，アカマツ，クロマツ，ベイヒ，ダ

フリカカラマツ，サザンパイン c)，ベイマツ，ホワイトサイ

プレスパイン及びウエスタンラーチ 

7.2 65 

4 ツガ，アラスカイエローシダー，ベニマツ，ラジアタパイン

及びベイツガ 
6.6 

5 モミ，トドマツ，エゾマツ，ベイモミ，スプルース，ロッジ

ポールパイン，ポンデローサパイン，オウシュウアカマツ，

ジャックパイン及びラワン 

6.0 

6 スギ及びベイスギ 5.4 70 
注 a) 異なる樹種区分に属する樹種同士の接着層にあっては，下位の樹種区分の数値以上とする。 

注 b) 1 個の試験片におけるせん断強さ又は木部破断率のいずれかが基準に適合しない場合にあ

っては，当該接着層について 1 回の再試験をしてもよい。 

注 c) サザンパインは，ショートリーフパイン，スラッシュパイン，ロブロリーパイン及びロン

グリーフパインに限る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に接合した

もので接着

の程度の評

価をしない

部 分 を 除

く。） 

 (1) 次のアからウまでの数値以下であること。 

 
ア 試験片の両木口面におけるラミナブロックの積層接着、二次接着及び

幅はぎ接着を含む全ての接着層の全体の剝離率が５％ 
イ 試験片の各木口面ごとの同一接着層（幅はぎ接着を除く。）における剝

離の長さの合計がそれぞれの接着層の長さの４分の１ 
ウ 試験片の各木口面ごとの全ての幅はぎ接着部及びラミナブロックの積

層接着部における接着層の剝離の長さの合計が集成材の積層方向の辺長

の４分の１ 

(2)  別記の３の(4)のブロックせん断試験の結果、試験片のせん断強さ及び木

部破断率が表４の数値以上であること。ただし、異なる樹種区分に属する樹

種同士の接着層にあっては、下位の樹種区分の数値以上であること。なお、

１個の試験片におけるせん断強さ又は木部破断率のいずれかが基準に適合

しない場合にあっては、当該接着層について１回の再試験を行うことができ

るものとする。 

表４ せん断強さ及び木部破断率の基準 

樹種 

区分 

 

樹 種 名 

せん断強さ 

(MPa 又はＮ

／mm２） 

木部破断

率 

（％） 

１ イタヤカエデ、カバ、ブナ、ミズナラ、

ケヤキ及びアピトン 

9.6 60 

２ タモ、シオジ及びニレ 8.4 
３ ヒノキ、ヒバ、カラマツ、アカマツ、

クロマツ、ベイヒ、ダフリカカラマツ、

サザンパイン、ベイマツ、ホワイトサ

イプレスパイン及びウエスタンラーチ 

7.2 65 

４ ツガ、アラスカイエローシダー、ベニ

マツ、ラジアタパイン及びベイツガ 

6.6 

５ モミ、トドマツ、エゾマツ、ベイモミ、

スプルース、ロッジポールパイン、ポ

ンデローサパイン、オウシュウアカマ

ツ、ジャックパイン及びラワン 

6.0 

６ スギ及びベイスギ 5.4 70 
（新設） 
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4.3.2 含水率 

4.1.2 に同じ。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

含 水 率 別記の３の(5)の含水率試験の結果、同一試料集成材から採取した試験片の含

水率の平均値が 15％以下であること。 

ホルムアル

デヒド放散

量（ホルム 

アルデヒド 

放散量につ

いての表示 

をしてある

ものに限 

る。） 

別記の３の(9)のホルムアルデヒド放散量試験において、別記の１の(4)により

抜き取られた試料集成材のホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が、表

５の表示の区分に応じたそれぞれの数値以下であること。 

表５ ホルムアルデヒド放散量基準 
 

表示の区分 平 均 値 最 大 値 

Ｆ☆☆☆☆

と表示する

もの 

0.3mg／Ｌ 0.4mg／Ｌ 

Ｆ☆☆☆と

表示するも

の 

0.5mg／Ｌ 0.7mg／Ｌ 

Ｆ☆☆と表

示するもの 

1.5mg／Ｌ 2.1mg／Ｌ 

Ｆ☆Ｓと表

示するもの 

3.0mg／Ｌ 4.2mg／Ｌ 

 

ラミナの品

質（曲げ性

能試験を行

った旨の表

示をしてあ

るものを除

く。） 

次項に規定するラミナの品質の基準に適合すること。 

材面の品質 

 

材面の品質は表６の１種、２種又は３種のいずれかの基準に適合すること。 
 

 

 

表６ 材面の品質の基準 

事  項 基      準 

１  種 ２  種 ３  種 

4.3.3 ホルムアルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるものに限る。） 

4.1.3 に同じ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4 ラミナの品質（曲げ性能試験を行った旨の表示をしてあるものを除く。） 

4.3.16 に適合しなければならない。 
 
 
 
 

4.3.5 材面の品質 

表 7 の 1 種，2 種又は 3 種のいずれかの基準に適合しなければならない。ただし，材面の品質許容

差について，特に要求のある場合には，製造業者，販売業者又は輸入業者と販売先の協定等による。 

表 7－材面の品質の基準 
事項 基準 

1 種 2 種 3 種 
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節（生き節を

除く。），穴，

やにつぼ，や

にすじ，入り

皮，割れ，逆

目，欠け，き

ず及び接合の

透き間 

ないこと又は埋め木若

しくは合成樹脂等を充

塡することにより巧み

に補修されていなけれ

ばならない。 

目立たず，利用上支障のな

い程度でなければならな

い。 

 

 

変色及び汚染 

 

材固有の色沢に調和

し，その様相が整って

いなければならない。 

利用上支障があってはならない。 

 

削り残し，接

着剤のはみ出

し及び丸身 

あってはならない。 a) 削り残し及び接着

剤のはみ出しにつ

いては，局部的で目

立たない程度でな

ければならない。 
b) 丸身については，そ

の寸法が極めて小

さく，目立たない程

度でなければなら

ない。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

節（生き節を除く。）、

穴、やにつぼ、やにす

じ、入り皮、割れ、逆

目、欠け、きず及び接

合の透き間 

ないこと又は

埋め木若しく

は合成樹脂等

を充塡するこ

とにより巧み

に補修されて

いること。 

目立たず、利用

上支障のない程

度であること。 

 

変 色 及 び 汚 染 材固有の色沢

に調和し、そ

の様相が整っ

ていること。 

利用上支障のな

いこと。 

同左 

削り残し、接着剤のは

み出し及び丸身 

ないこと。 同左 １ 削り残し

及び接着剤

のはみ出し

に つ い て

は、局部的

で目立たな

い程度であ

ること。 

 

２ 丸身につ

いては、そ

の寸法が極

め て 小 さ

く、目立た

ない程度で

あること。 
 

塗装仕上げ

（塗装加工

を施したも

のに限る。） 

気泡、塗装むら等が目立たないこと。 

 

 

曲がり（通

直材に限

る。） 

矢高が、構造用集成材の長さ１ｍあたり、１mm 以下であること。 

反り及びね

じれ 

極めて軽微であること。 

 
 
 
 
 
4.3.6 塗装仕上げ（塗装加工を施したものに限る。） 

4.1.6 に同じ。 

 
 
 
4.3.7 曲がり（通直材に限る。） 

矢高が，構造用集成材の長さ 1 m あたり，1 mm 以下でなければならない。 

 
4.3.8 反り及びねじれ 

極めて軽微でなければならない。 
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湾曲部の最

小曲率半径

（通直材を

除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湾曲部の最小曲率半径（湾曲部の最も内側のラミナの曲率半径が最小となって

いる部分における当該曲率半径をいう。）が表７の数値以上であること。 

  
表７ 湾曲部の最小曲率半径              （単位：mm）   

 

最も厚

いラミ

ナの厚 

さ 

湾曲部の最小曲率半径 

ラミナの樹種が表４の樹種

区分の５又は６に該当する

もの 

のみである場合 

左以外の場合 

部分的湾曲

の 

場合 

左以外の場

合 

部分的湾曲

の 

場合 

左以外の場

合 

５ 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

00,500 
01,080 
01,770 
02,480 
03,500 
04,650 
05,950 
07,480 
09,360 
11,750 

0,525 
01,300 
02,280 
03,400 
04,750 
06,300 
08,050 
09,920 
11,925 
14,000 

0,600 
01,280 
02,070 
03,000 
04,125 
05,490 
07,140 
09,000 
11,115 
13,500 

0,625 
01,540 
02,670 
04,000 
05,625 
07,440 
09,450 
11,600 
13,950 
16,500 

 

 

 

（注）部分的湾曲の場合とは、構造用集成材の長さ方向の湾曲部分が集成材の 

一部分であり、それ以外の部分は通直である場合をいう。 

 

隣接するラ

ミナの長さ

方向の接着

部の間隔等

（長さ方向

に接着した

ラミナを互

いに隣接し

て積層した

隣接するラミナの長さ方向の接着部の間隔等は、表８の基準に適合すること。

ただし、長さ方向に接着されたラミナがプルーフローダによって十分な強度を

有することが確認されている場合にあっては、この基準に適合したものとみな 

すことができる。 

 

 

 

 

 

4.3.9 湾曲部の最小曲率半径（通直材を除く。） 

湾曲部の最小曲率半径（湾曲部の最も内側のラミナの曲率半径が最小となっている部分における当

該曲率半径をいう。）が表 8 の数値以上でなければならない。 

 
表 8－湾曲部の最小曲率半径 

単位 mm 

最も厚いラミナ

の厚さ 

 

湾曲部の最小曲率半径 
ラミナの樹種が表 6 の樹種区分の 5 又 

は 6 に該当するもののみである場合 
左以外の場合 

部分的湾曲の 

場合 a) 
左以外の場合 部分的湾曲の 

場合 a) 
左以外の場合 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0,500 
01 080 
01 770 
02 480 
03 500 
04 650 
05 950 
07 480 
09 360 
11 750 

00,525 
01 300 
02 280 
03 400 
04 750 
06 300 
08 050 
09 920 
11 925 
14 000 

0,600 
01 280 
02 070 
03 000 
04 125 
05 490 
07 140 
09 000 
11 115 
13 500 

00,625 
01 540 
02 670 
04 000 
05 625 
07 440 
09 450 
11 600 
13 950 
16 500 

注 a) 部分的湾曲の場合とは，構造用集成材の長さ方向の湾曲部分が集成材の一部分であり， 

それ以外の部分は通直である場合をいう。 
 
 
4.3.10 隣接するラミナの長さ方向の接着部の間隔等（長さ方向に接着したラミナを互いに隣接して積

層したものに限る。） 

長さ方向に接着したラミナを互いに隣接して積層した集成材であって，隣接するラミナの長さ方向

の接着部の間隔等は，表 9 の基準に適合しなければならない。 

ただし，長さ方向に接着されたラミナがプルーフローダによって十分な強度を有することが確認さ

れている場合にあっては，この基準に適合したものとみなしてもよい。 
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ものに限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

表８ 隣接するラミナの長さ方向の接着部の間隔等の基準 

ラミナの種類 

 

 

 

 

 

区分 

スカーフジョイント

（スカーフ傾斜比が１

／7.5 以下のものをい

う。）を用いたもの 

フィンガージョイント

（スカーフ傾斜比が１

／7.5 以下、かん合度が

0.1mm 以上、フィンガ

ー長さが 6.0mm 以上の

ものをいう。）を用いた

もの 

はり等高い曲げ性能を

必要とする部分のみに

用いられるものである

ことが明らかである場 

合 

最外層用ラミナ並びに

外層用ラミナ（非対称

異等級構成集成材にあ

っては、引張り側の最

外層用ラミナ及び外層

用ラミナに限る。）及び

これに隣接するラミナ

において、それぞれの

ラミナの接着部が重な

らないこと。 

最外層用ラミナ並びに

外層用ラミナ（非対称

異等級構成集成材にあ

っては、引張り側の最

外層用ラミナ及び外層

用ラミナに限る。）及び

これに隣接するラミナ

において、それぞれの

ラ ミ ナ の 接 着 部 が

15cm 以上離れている

こと。 

柱等高い圧縮強さを必

要とする部分のみに用

いられるものであるこ

とが明らかである場合 

隣接するラミナにおい

て、それぞれのラミナ

の接着部が重ならない

こと。 

同左 

上記以外の場合 隣接するラミナにおい

て、それぞれのラミナ

の接着部が重ならない

こと。 

隣接するラミナにおい

て、それぞれのラミナ

の接着部が 15cm 以上

離れていること。 
 

幅方向に接

合したラミ

ナの品質等 

当該部分の品質は、幅はぎ未評価ラミナを除き接着の程度の項に適合するこ

と。 

二次接着 １ 二次接着に用いる接着剤は、二次接着する集成材又は構成要素の積層に使

用した接着剤と同じ使用環境のものとする。ただし、これ以外の接着剤を使

用する場合にあっては、表示する使用環境は、使用されている接着剤のうち

表 9－隣接するラミナの長さ方向の接着部の間隔等の基準 

区分 ラミナの種類 
スカーフジョイント（スカーフ傾

斜比が 1/7.5 以下のものをいう。）

を用いたもの 

フィンガージョイント（スカーフ

傾斜比が 1/7.5 以下，かん合度が

0.1 mm 以上，フィンガー長さが

6.0 mm 以上のものをいう。）を用

いたもの 
 

はり等高い曲げ性能

を必要とする部分の

みに用いられるもの

であることが明らか

である場合 

最外層用ラミナ並びに外層用ラミ

ナ（非対称異等級構成集成材にあっ

ては，引張り側の最外層用ラミナ及

び外層用ラミナに限る。）及びこれ

に隣接するラミナにおいて，それぞ

れのラミナの接着部が重なっては

ならない。 

最外層用ラミナ並びに外層用ラミ

ナ（非対称異等級構成集成材にあっ

ては，引張り側の最外層用ラミナ及

び外層用ラミナに限る。）及びこれ

に隣接するラミナにおいて，それぞ

れのラミナの接着部が 15 cm 以上

離れていなければならない。 

 

 

 

柱等高い圧縮強さを

必要とする部分のみ

に用いられるもので

あることが明らかで

ある場合 

隣接するラミナにおいて，それぞれのラミナの接着部が重なってはなら

ない。 

 

上記以外の場合 隣接するラミナにおいて，それぞれ

のラミナの接着部が重なってはな

らない。 

隣接するラミナにおいて，それぞれ

のラミナの接着部が 15 cm 以上離

れていなければならない。 
 

4.3.11 幅方向に接合したラミナの品質等 

当該部分の品質は，幅はぎ未評価ラミナを除き 4.3.1 接着の程度に適合しなければならない。 

 

4.3.12 二次接着 

a) 二次接着に用いる接着剤は，二次接着する集成材又は構成要素の積層に使用した接着剤と同じ使

用環境のものとする。ただし，これ以外の接着剤を使用する場合にあっては，表示する使用環境

は，使用されている接着剤のうち最も下位の使用環境とする。 
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b) 二次接着により発生する全ての接着層について接着の程度の基準に適合しなければならない。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最も下位の使用環境とする。 

２ 二次接着により発生する全ての接着層について接着の程度の基準に適合

すること。 

３ 二次接着後の集成材のラミナ構成は、積層方向及び幅方向のそれぞれの中

心軸に対してラミナの品質の構成が対称（非対称異等級構成集成材における

積層方向を除く。）であり、かつ、ラミナの厚さが対称であること。 

 

４ 幅方向の二次接着をする場合にあっては、接着層の位置が幅方向の中心面

に対して対称であること。  
材 

料 

ラ ミ

ナ の

厚さ 

 

 

１ ラミナの厚さは５cm 以下であること。ただし、実大曲げ試験又は実証試

験を伴うシミュレーション計算によって強度が確認された集成材にあって

は、厚さが６cm 以下であること。 

２ ラミナは、幅方向及び材長方向にわたって均一な厚さであること。 

３ 集成材を構成する各ラミナの厚さは、原則として等厚であること。 

４ ３によらず異なる厚さのラミナを用いる場合にあっては、構成層中最大と

なるラミナの厚さに対して３分の２以上の範囲であること。ただし、実証試

験を伴うシミュレーション計算によって強度が確認された集成材にあって

は、この限りでない。 

５ 集成材の仕上げ加工後において、最も外側のラミナの厚さは、仕上げ加工

前の厚さの 80％以上であること。 

 

接着

剤 

１ 使用環境Ａの表示をしてあるものにあっては、第２条に定義する要求性能

を満たした次に掲げる樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するものであ

ること。 

(1) ラミナの積層方向、幅方向の接着及び二次接着に用いる接着剤 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂 

(2) 長さ方向の接着に用いる接着剤 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂、メラミン樹脂 
２ 使用環境Ｂの表示をしてあるものにあっては、第２条に定義する要求性能

を満たした次に掲げる樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するものであ

ること。 
(1) ラミナの積層方向、幅方向の接着及び二次接着に用いる接着剤 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂 

(2) 長さ方向の接着に用いる接着剤 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂、メラミン樹脂 

３ 使用環境Ｃの表示をしてあるものにあっては、第２条に定義する要求性能

を満たした次に掲げる樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するものであ

c) 二次接着後の集成材のラミナ構成は，積層方向及び幅方向のそれぞれの中心軸に対してラミナの 

品質の構成が対称（非対称異等級構成集成材における積層方向を除く。）であり，かつ，ラミナ 

の厚さが対称でなければならない。  

d) 幅方向の二次接着をする場合にあっては，接着層の位置が幅方向の中心面に対して対称でなけれ

ばならない。 

 
4.3.13 材料 

4.3.13.1 ラミナ 

a) ラミナの厚さは 5 cm 以下でなければならない。ただし，実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュ 

レーション計算によって強度が確認された集成材にあっては，厚さが 6 cm 以下でなければならな 

い。 
b) ラミナは，幅方向及び材長方向にわたって均一な厚さでなければならない。 
c) 集成材を構成する各ラミナの厚さは，原則として等厚でなければならない。 
d) c)によらず異なる厚さのラミナを用いる場合にあっては，構成層中最大となるラミナの厚さに対し

て 2/3 以上の範囲でなければならない。ただし，実証試験を伴うシミュレーション計算によって強

度が確認された集成材にあっては，この限りでない。 
 
e) 集成材の仕上げ加工後において，最も外側のラミナの厚さは，仕上げ加工前の厚さの 80 %以上で

なければならない。 
 
4.3.13.2 接着剤 
（削る。） 
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ること。 
(1) ラミナの積層方向、幅方向の接着及び二次接着に用いる接着剤 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂、水性高分子イ

ソシアネート系樹脂ＪＩＳ Ｋ 6806 に定める１種１号の性能を満足するも

の。以下同じ。） 

(2) 長さ方向の接着に用いる接着剤 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂、水性高分子イ

ソシアネート系樹脂、メラミン樹脂、メラミンユリア共縮合樹脂 
（新設） 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

保存処理

（中断面集

成材及び小

断面集成材

であって、

対称異等級

構成集成材

及び同一等

級構成集成

材（内層特

殊構成集成

材を除く。）

 

 

１ (1)及び(2)に掲げるいずれかの種類のうち、当該(1)又は(2)に定める木材保

存剤（ＪＩＳ Ｋ 1570（2013）に規定するものをいう。以下同じ。）により

保存処理が行われていること。ただし、(1)は構造用集成材に保存処理を施し

たもの（以下「製品処理集成材」という。）及び同様の保存処理が施された

保存処理ラミナにより構成されたもの（以下「ラミナ処理集成材」という。）

に用いる場合、(2)は製品処理集成材に用いる場合に限る。 

(1) 第四級アンモニウム化合物系 

ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＡＣ－１） 

(2) アゾール・ネオニコチノイド化合物系 

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤（ＡＺＮ） 

 
 
 
 
 
 
 
使用環境の表示区分毎に，3.35～3.37 の要求性能を満たした表 10 の樹脂又はこれらと同等以上の性

能を有するものでなければならない。 
表 10－使用環境の表示区分毎の接着剤 

使用環境の

表示区分 
ラミナの積層方向，幅方向の接着及び 

二次接着に用いる接着剤 

 

長さ方向の接着に用いる接着剤 

使用環境 A レゾルシノール樹脂及びレゾルシノー

ル・フェノール樹脂 
レゾルシノール樹脂及びレゾルシノー

ル・フェノール樹脂，メラミン樹脂 
使用環境 B 
 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノー

ル・フェノール樹脂 

 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノー

ル・フェノール樹脂，メラミン樹脂 

使用環境 C レゾルシノール樹脂及びレゾルシノー

ル・フェノール樹脂，水性高分子－イソ

シアネート系樹脂（JIS K 6806 に定める

1 種 1 号の性能を満足するもの。以下同

じ。） 

 

レゾルシノール樹脂及びレゾルシノー

ル・フェノール樹脂，水性高分子－イソ

シアネート系樹脂，メラミン樹脂，メラ

ミンユリア共縮合樹脂 

 

4.3.14 保存処理（中断面集成材及び小断面集成材であって，対称異等級構成集成材及び同一等級構成

集成材（内層特殊構成集成材を除く。）のうち，保存処理を施した旨の表示をしてあるものに限る。） 
a) 1)及び 2)に掲げるいずれかの種類のうち，当該 1)又は 2)に定める木材保存剤（JIS K 1570 に規定

するものをいう。以下同じ。）により保存処理が行われていなければならない。ただし，1)は構造

用集成材に保存処理を施したもの（以下“製品処理集成材”という。）及び同様の保存処理が施さ

れた保存処理ラミナにより構成されたもの（以下“ラミナ処理集成材”という。）に用いる場合，

2)は製品処理集成材に用いる場合に限る。 

1) 第四級アンモニウム化合物系 ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（AAC－1） 

2) アゾール・ネオニコチノイド化合物系 シプロコナゾール・イミダクロプリド剤（AZN） 
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b) JAS 1152-2 の 5.14 浸潤度試験の結果，辺材部分の浸潤度が 80 %以上で，かつ，材面から深さ 10 
mm までの心材部分の浸潤度が 80 %以上でなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のうち、保

存処理を施

した旨の表

示をしてあ

るものに限

る。） 

２ 別記の３の(10)の浸潤度試験の結果、辺材部分の浸潤度が 80%以上で、か

つ、材面から深さ 10mm までの心材部分の浸潤度が 80%以上であること。 
３ 別記の３の(11)の吸収量試験の結果、木材保存剤の吸収量が、表９の中欄

に掲げる使用した木材保存剤の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる基準に適合していること。ただし、複数の有効成分を配合したものにつ

いては、その配合比がＪＩＳ Ｋ 1570（2013）に規定する範囲内であって、

かつ、各有効成分の合計が同表の基準に適合していること。 

表９ 吸収量の基準 

性能 

区分 

使用した木材

保存剤の種類 

保存処理を施し 

た集成材の区分 

基      準 

Ｋ３ 第四級アンモ

ニウム化合物

系 

製品処理集成

材、ラミナ処理

集成材 

ジデシルジメチルアンモニウ

ムクロリドとして 4.5kg／ｍ３

以上 

アゾール・ネ

オニコチノイ

ド化合物系 

製品処理集成材 シプロコナゾール・イミダクロ 

プリドとして 0.15kg／ｍ３以上 

４ 製品処理集成材にあっては、別記の３の(7)のアの曲げＡ試験の結果、対称

異等級構成集成材にあっては、第３項の表曲げ性能の項、同一等級構成集成

材にあっては、第４項の表曲げ性能の項の基準を満たすこと。 

５ インサイジングは欠点とみなさない。ただし、曲げ強さ及び曲げヤング係

数の数値が表示する強度等級の基準に適合すること。 

 

寸 法 

 

 

 

 

 

 

表示された寸法と測定した寸法との差が表 10 の数値以下であること。 

 

 表 10 寸法の許容差 

 

区  分 表示された寸法と測定した寸法との差 

短辺 大断面 ±1.5mm 

中断面及び小断面 ＋1.5mm －0.5mm 

長辺 大断面 ±1.5％ 

（ただし、±５mm を超えないこ

と。） 

中断面

及び小

断面 

300mm 以下

のもの 

＋1.5mm －0.5mm 

300mm を 

超えるもの 
±0.5％（ただし、＋5.0mm、－3.0mm 

を超えないこと。） 

材長 ±５mm 

c) JAS 1152-2 の 5.15 吸収量試験の結果，木材保存剤の吸収量が，表 11 の中欄に掲げる使用した木材

保存剤の種類の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合しなければならない。ただ

し，複数の有効成分を配合したものについては，その配合比が JIS K 1570 に規定する範囲内であ

って，かつ，各有効成分の合計が同表の基準に適合しなければならない。 

表 11－吸収量の基準 

性能 使用した木材保存剤の種類 保存処理を施し

た集成材の区分 

基準 

K3 第四級アンモニウム化合物系 製品処理集成材， 

ラミナ処理集成

材 

ジデシルジメチルアンモニウムクロ

リドとして 4.5 kg/m3以上 

 

アゾール・ネオニコチノイド化

合物系 

製品処理集成材 シプロコナゾール・イミダクロプリ

ドとして 0.15 kg/m3以上 

 

d) 製品処理集成材にあっては，JAS 1152-2 の 5.7 曲げ A 試験の結果，対称異等級構成集成材にあっ

ては表 18，同一等級構成集成材にあっては表 27 の基準を満たさなければならない。 

e) インサイジングは欠点とみなさない。ただし，曲げ強さ及び曲げヤング係数の数値が表示する強度

等級の基準に適合しなければならない。 

4.3.15 寸法 

JAS 1152-2 の 5.13 寸法の測定試験の結果，表示された寸法と測定した寸法との差が表 12 の数値以

下でなければならない。ただし，短辺，長辺及び材長の寸法の許容差について，特に要求のある場合に

は，製造業者，販売業者又は輸入業者と販売先の協定等による。 
表 12－寸法の許容差 

 

区分 表示された寸法と測定した寸法との差 

短

辺 

大断面 ±1.5 mm 

中断面及び小断面 ＋1.5 mm －0.5 mm 

長

辺 

大断面 ±1.5 % 
（ただし，±5 mm を超えないこ

と。） 

中断面

及び小

断面 

300 mm 以下

のもの 

＋1.5 mm －0.5 mm 

300 mm を 

超えるもの 
±0.5 %（ただし，＋5.0 mm，－3.0 mm 

を超えないこと。） 

材長 ±5 mm 
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（削る。） 
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示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 示 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 次の事項を一括して表示してあること。 

(1) 品名 

(2) 強度等級 

(3) 材面の品質 

(4) 接着性能 

(5) 樹種名 

(6) 寸法 

(7) ラミナの積層数（薄板を貼り付けたものに限る。） 

(8) 検査方法（別記の３の(7)のアの曲げＡ試験を行うものに限る。） 

(9) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者）の氏名又は名称 

及び所在地 

２ 柱等高い圧縮強さを必要とする部分のみに用いられることが明らかであ

るもの以外のものにあっては、１に規定するもののほか、使用方向を表示し

てあること。 

３ 幅はぎ未評価ラミナを用いる場合にあっては、１又は２に規定するものの

ほか、当該ラミナを使用した構成層を表示してあること。 

４ ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるものにあっては、１か

ら３までに規定するもののほか、ホルムアルデヒド放散量の表示記号を一括

して表示してあること。 

５ 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１から４までに規

定するもののほか、性能区分、使用した木材保存剤の種類及び処理方法を一

括して表示してあること。 

６ 実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュレーション計算による強度確認

を行ったものにあっては、１から５までに規定するもののほか、実大曲げ試

験又は実証試験を伴うシミュレーション計算を実施した旨の表示をしてあ

ること。 

７ プルーフローダによる強度確認を行ったものにあっては、１から６までに

規定するもののほか、プルーフローダによる強度確認を行った旨の表示をし

てあること。 

８ 使用する接着剤又は塗料若しくは木材保存剤がいずれもホルムアルデヒ

ドを含まないものであり、かつ、放散しないものであることを登録認証機関

又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては、１から７までに規定するも

ののほか、その旨を表示することができる。 
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（削る。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

表示の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 表示事項の項の１の(1)から(8)までに掲げる事項の表示は、次に規定する

方法によって行われていること。 

(1) 品名 

ア 異等級構成集成材にあっては、次によること。 

(ｱ) 対称異等級構成集成材にあっては「異等級構成集成材（対称構成）」 

とし、このうち特定対称構成のものにあっては、「異等級構成集成材

（特定対称構成）」と記載すること。 
(ｲ) 非対称異等級構成集成材にあっては、「異等級構成集成材（非対称

構成）」と記載すること。 
(ｳ) 内層特殊構成集成材にあっては、「異等級構成集成材（対称構成・

内層特殊構成）」と記載すること。 

イ 同一等級構成集成材にあっては「同一等級構成集成材」とし、このう

ち内層特殊構成集成材にあっては「同一等級構成集成材（内層特殊構

成）」と記載すること。 
ウ 大断面集成材にあっては「大断面」と、中断面集成材にあっては「中

断面」と、小断面集成材にあっては「小断面」と記載すること。 

エ 用いられる構造物の部分が特定しているものにあっては、括弧を付し

て、「小屋組」、「はり」、「柱」等とその用いられる構造物の部分を一般

的な呼称で記載すること。 

(2) 強度等級 

強度等級を記載すること。 

(3) 材面の品質 

「１種」、「２種」又は「３種」と記載すること。 
(4) 接着性能 

ア 「使用環境Ａ」、「使用環境Ｂ」又は「使用環境Ｃ」と記載すること。 
イ 壁、床又は屋根に用いるものとして製造されたものにあっては、使

用環境の次に括弧を付して、接着剤名又は接着剤の記号（レゾルシノ

ール樹脂にあっては「ＲＦ」、レゾルシノール・フェノール樹脂にあっ

ては「ＲＰＦ」、メラミン樹脂にあっては「ＭＦ」、水性高分子イソシ

アネート系樹脂にあっては「ＡＰＩ」、メラミンユリア共縮合樹脂にあ

っては「ＭＵＦ」）を記載すること。ただし、積層方向と長さ方向で異

なる接着剤を用いた場合は、（積層：「接着剤名又は接着剤の記号」、F/J：
「接着剤名又は接着剤の記号」）と記載すること。 

(5) 樹種名 
樹種名をその最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、複数の

樹種を用いた場合は「樹種名」（最外層）、「樹種名」（外層）、「樹種名」（中

間層）、「樹種名」（内層）と記載すること。なお、同一樹種が複数の層域

にまたがる場合は該当する層をまとめて記載すること。 
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(6) 寸法 
短辺、長辺及び材長（通直材以外のものにあっては、短辺及び長辺に限

る｡)をミリメートル、センチメートル又はメートルの単位で、単位を明記

して記載すること。 
(7) ラミナの積層数 

ラミナの積層数を記載すること。 
(8) 検査方法 

別記の３の(7)のアの曲げＡ試験を行うものにあっては、曲げ性能試験

を行った旨を記載すること。 
２ 表示事項の項の２により、使用方向を表示する場合には、上面（荷重を受

ける面をいう。以下同じ。）の見やすい位置に、その面が上面である旨を記

載すること。 
３ 表示事項の項の３により、幅はぎ未評価ラミナを使用する場合には「品名」

の事項の後に、「（幅はぎ未評価ラミナ使用：中間層）」、「（幅はぎ未評価ラミ

ナ使用：内層）」又は「（幅はぎ未評価ラミナ使用：中間層・内層）」と記載

するとともに表示事項の項の２に従った表示を行うこと 

４ 表示事項の項の４により、ホルムアルデヒド放散量の表示記号を表示する

場合には、次の(1)から(4)までに規定するところにより記載してあること。 

(1) 別記の３の(9)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるも

のに限る。）の項基準の欄の表Ｆ☆☆☆☆と表示するものの項に該当する

ときは、「Ｆ☆☆☆☆」と記載すること。 

(2) 別記の３の(9)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるも

のに限る。）の項基準の欄の表Ｆ☆☆☆と表示するものの項に該当すると

きは、「Ｆ☆☆☆」と記載すること。 
(3) 別記の３の(9)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるも

のに限る。）の項基準の欄の表Ｆ☆☆と表示するものの項に該当するとき

は、「Ｆ☆☆」と記載すること。 
(4) 別記の３の(9)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるも

のに限る。）の項基準の欄の表Ｆ☆Ｓと表示するものの項に該当するとき

は、「Ｆ☆Ｓ」と記載すること。 
５ 表示事項の５により、保存処理を施した旨の表示をする場合にあっては、

性能区分は「保存処理Ｋ３」又は「保存Ｋ３」と記載するほか、使用した木

材保存剤の種類を表 11 の左欄に掲げる木材保存剤名又は同表の右欄に掲げ

る木材保存剤の記号をもって記載すること。また、処理方法を性能区分の次

に「（製品処理）」又は「（ラミナ処理）」と記載すること。 
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表 11 木材保存剤の記号 

木材保存剤名 木材保存剤の記号 
ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤  ＡＡＣ－１ 
シプロコナゾール・イミダクロプリド剤 ＡＺＮ 

 

６ 表示事項の項の６により、実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュレーシ

ョン計算による強度確認を行った旨の表示をする場合であって、実大曲げ試

験による強度確認を実施したものにあっては、「実大曲げ試験による強度確

認を実施」等と、実証試験を伴うシミュレーション計算による強度確認を行

ったものにあっては、「実証試験を伴うシミュレーション計算による強度確

認を実施」等と記載すること。 

７ 表示事項の項の７により、プルーフローダによる強度確認を行った旨の表

示をする場合にあっては、「プルーフローダによる強度確認を実施」と記載

すること。 

８ 表示事項の項の８により、接着剤又は塗料若しくは木材保存剤にホルムア

ルデヒドを含まない旨又は放散しない旨の表示をする場合には、次のいずれ

かの方法によること。 

(1) 当該接着剤又は塗料若しくは木材保存剤を列記する方法 

（「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗

料を使用」等。） 

(2) 「ホルムアルデヒド不使用」と記載する方法 
９ 表示事項の項の１に規定する事項の表示は、別記様式により、各個又は各

こりに見やすい箇所にしてあること。 
 

表示禁止事

項 

第３条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。 

 
 

 
（削る。） 
 
 

4.3.16 ラミナの品質の基準 ２ 前項のラミナの品質の基準は、次のとおりとする。 
4.3.16.1 目視区分によるもの (1) 目視区分によるもの 
表 13 の等級ごとの目視区分のラミナの品質に適合しなければならない。  

表 13－目視区分のラミナの品質  
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事項 

基準 
1 等 2 等 3 等 4 等 

強度性能（対称異

等級構成集成材

の外層用ラミナ，

非対称異等級構

成集成材の引張

り側の外層用ラ

ミナ及び同一等

級構成集成材の

ラミナに限る。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 長さ方向に接着しないもの B.1 c)により抜き取られた

試料ラミナについて，JAS 1152-2 の 5.8 曲げ B 試験の結

果が，次の 1)及び 2)の要件に適合しなければならない。 
 

1) 曲げヤング係数の平均値が，表 14 の曲げヤング係数

の平均値の欄に掲げる数値以上 
2) 95 %以上の曲げヤング係数が，表 14 の曲げヤング係

数の下限値の欄に掲げる数値以上 
 
b) 長さ方向に接着したもの B.1 c)により抜き取られた試

料ラミナについて，5.9 曲げ C 試験又は 5.11 引張り試験

の結果が次の 1)及び 2)，又は 3)及び 4)の要件に適合し

なければならない。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) 曲げ強さの平均値が，表 14 の曲げ強さの平均値の欄

に掲げる数値以上 
 

2) 95 %以上の曲げ強さが，表 14 の曲げ強さの下限値の

欄に掲げる数値以上 
3) 引張り強さの平均値が，表 14 の引張り強さの平均値

の欄に掲げる数値に表 15 の左欄に掲げる試験片の幅

方向の辺長の区分に応じた同表の右欄に掲げる係数

を乗じて得た数値以上 

 

 

4) 95 %以上の引張り強さが，表 14 の下限値の数値に表

15 の左欄に掲げる試験片の幅方向の辺長の区分に応

じた同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た数値以上 
 

 

材

面

の

品

質 
 
 
 

 

節 
及 
び 
穴 

 
 

集中節 
径比 

20 %以下 
 

30 %以下 
 

40 %以下 
 

50 %以下 
 

 

幅面の

材縁部

の節径

比 

17 %以下 
 
 
 

25 %以下 
 
 
 

33 %以下 
 
 
 

50 %以下 
 
 
 

 

繊維走向の

傾斜比 
1/16 以下 

 
1/14 以下 

 
1/12 以下 

 
1/8 以下 

 
 

腐れ あってはならない。  

 
 

事  項 
基      準 

１  等 ２  等 ３  等 ４  等 
強度性能（対称

異等級構成集成

材の外層用ラミ

ナ、非対称異等

級構成集成材の

引張り側の外層 
用ラミナ及び同 
一等級構成集成 
材のラミナに限

る。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 長さ方向に接着しないもの 
別記の１の(3)により抜き取られた試料ラミナについ

て、別記の３の(7)のイの曲げＢ試験の結果が次の(1)及び

(2)の要件に適合すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 試料ラミナの曲げヤング係数の平均値が表 12 の

平均値の欄に掲げる数値以上であること。 
(2) 試料ラミナの 95％以上の曲げヤング係数が表 12
の下限値の欄に掲げる数値以上であること。 

 
２ 長さ方向に接着したもの 

別記の１の(3)により抜き取られた試料ラミナについ

て、別記の３の(7)のウの曲げＣ試験又は(8)の引張り試験

の結果が次の(1)及び(2)、又は(3)及び(4)の要件に適合する

こと。 
 

(1) 試験片の曲げ強さの平均値が表 12 の平均値の欄

に掲げる数値以上であること。 
(2) 試験片の 95％以上の曲げ強さが表 12 の下限値の

欄に掲げる数値以上であること。 

 

(3) 試験片の引張り強さの平均値が表 12 の平均値の

欄に掲げる数値に表13の左欄に掲げる試験片の幅方

向の辺長の区分に応じた同表の右欄に掲げる係数を

乗じて得た数値以上であること。 

 

(4) 試験片の 95％以上の引張り強さが表 12 の下限値

の数値に表13の左欄に掲げる試験片の幅方向の辺長

の区分に応じた同表の右欄に掲げる係数を乗じて得

た数値以上であること。 

 

節

及

び

穴 
 

集中節径比 
 

20％以下であるこ

と。 
30％以下であるこ

と。 
40％以下であるこ

と。 
50％以下であるこ

と。 
 

幅面の材縁

部の節径比 
 
 

17％以下であるこ

と。 
 
 

25％以下であるこ

と。 
 
 

33％以下であるこ

と。 
 
 

50％以下であるこ

と。 
 
 

 

繊維走向の傾斜

比 
16 分の１以下であ

ること。 
14 分の１以下であ

ること。 
12 分の１以下であ

ること。 
８分の１以下であ

ること。 
 

腐 れ ないこと。 同左 同左 同左  
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割れ 
 
 
 

目立たない程度の微小の割れでなければならない。 
 
 

 

割れの幅が極めて

小さく，長さが 50 
mm 以下でなけれ

ばならない。 

 

変色 
 

利用上支障があってはならない。 
 

 

逆目 
 

目立たない程度でなければならない。 
 

 

平均年輪幅 
（ラジアタ 
パインを除 
く。） 

6 mm以下 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

髄 
心 
部 
又 
は 
髄 
（ラ 
ジ 
ア 
タ 
パ 
イ 
ン 
に 
限 
る 
｡) 

幅が 19 
cm未満

のもの 
 

髄の中心から半径 50 mm 以内の部分の年輪界がない。 
 
 
 
 

厚さに係る材面に

おける髄の長さが

材の長さの 1/4 以

下でなければなら

ない。 

 

幅が 19 
cm以上

のもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幅に係る材面における材縁から材幅の 1/3 の距離までの部分

において髄の中心から半径 50 mm 以内の部分に年輪界がな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚さに係る材面に

おける髄の長さが

材の長さの 1/4 以

下でなければなら

ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

その他の欠点 
 
 

極めて軽微でなければならない。 
 
 

軽微でなければな

らない。 
 

 

 

割 れ 
 
 
 

目立たない程度の

微小の割れである

こと。 
 

同左 
 
 
 

同左 
 
 
 

割れの幅が極めて

小さく、長さが

50mm 以下である

こと。 

 

変 色 
 

利用上支障のない

こと。 
同左 
 

同左 
 

同左 
 

 

逆 目 
 

目立たない程度で

あること。 
同左 
 

同左 
 

同左 
 

 

平均年輪幅（ラ

ジアタパインを

除く。） 
 

６mm以下であ 
ること。 
 
 

同左 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

髄 心

部 又

は 髄

（ ラ

ジ ア

タ パ

イ ン

に 限

る｡) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幅が 19cm
未満のも

の 
 
 

髄の中心から半径

50mm 以内の部分

の年輪界がないこ 
と。 
 

同左 
 
 
 
 

同左 
 
 
 
 

厚さに係る材面に

おける髄の長さが

材の長さの４分の

１以下であるこ

と。 

 

幅が 19cm
以上のも

の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幅に係る材面にお

ける材縁から材幅

の３分の１の距離

までの部分におい

て髄の中心から半

径 50mm 以内の部

分の年輪界がない

こと。 
 
 
 
 
 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚さに係る材面に 
おける髄の長さが 
材の長さの４分の

１以下であるこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

その他の欠点 
 
 

極めて軽微である

こと。 
 

同左 
 
 

同左 
 
 

軽微であること。 
 
 

 

 

 
表 14－目視等級区分ラミナの強度性能の基準 

 
 表 12 目視等級区分ラミナの強度性能の基準 

 
樹  目視等級区分ラミナ 

 
樹  目視等級区分ラミナ 
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種 
群 
 
 
 

 
 

樹種名 
 
 

上段 曲げヤング係数    GPa 又は 103N/mm2 
中段 曲げ強さ       MPa 又は N/mm2 
下段 引張り強さ      MPa 又は N/mm2 

1 等 2 等 3 等 
平均値 下限値 平均値 下限値 平均値 下限値 

A 
 
 

アピトン 
 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

B 
 
 
 

イタヤカエデ，カバ，ブナ，ミズナ

ラ，ケヤキ，ダフリカカラマツ，サ

ザンパイン a)，ベイマツ及びウエス

タンラーチ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

C 
 
 

ヒノキ，ヒバ，カラマツ，アカマツ，

クロマツ及びベイヒ 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

D 
 
 

ツガ，タモ，シオジ，ニレ，アラス

カイエローシダー，ラジアタパイ

ン及びベイツガ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

E 
 
 
 
 

モミ，トドマツ，エゾマツ，ベイモ

ミ，スプルース，ロッジポールパイ

ン，ベニマツ，ポンデローサパイ

ン，オウシュウアカマツ，ジャック

パイン及びラワン 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

F 
 
 

スギ，ベイスギ及びホワイトサイ

プレスパイン 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

注 a) サザンパインは，ショートリーフパイン，スラッシュパイン，ロブロリーパイン及びロン

グリーフパインに限る。 
 

種 
群 
 
 
 

 
 

樹 種 名 
 
 

上段 曲げヤング係数 （GPa 又は 10３Ｎ／mm２） 
中断 曲げ強さ    （MPa 又はＮ／mm２） 
下段 引張り強さ   （MPa 又はＮ／mm２） 

１ 等 ２ 等 ３ 等 
平均値 下限値 平均値 下限値 平均値 下限値 

Ａ 
 
 

アピトン 
 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

Ｂ 
 
 
 

イタヤカエデ、カバ、ブナ、ミズナラ、

ケヤキ、ダフリカカラマツ、サザンパイ

ン、ベイマツ及びウエスタンラーチ 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

Ｃ 
 
 

ヒノキ、ヒバ、カラマツ、アカマツ、ク

ロマツ及びベイヒ 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

Ｄ 
 
 

ツガ、タモ、シオジ、ニレ、アラスカイ

エローシダー、ラジアタパイン及びベ

イツガ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

Ｅ 
 
 
 
 

モミ、トドマツ、エゾマツ、ベイモミ、

スプルース、ロッジポールパイン、ベニ

マツ、ポンデローサパイン、オウシュウ

アカマツ、ジャックパイン及びラワン 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

Ｆ 
 
 

スギ、ベイスギ及びホワイトサイプレ 
スパイン 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（新設） 

表 15－係数 表 13 係数 
 

試験片の幅方向の辺長 

mm 
係数 

（略） （略） 
 

 
試験片の幅方向の辺長(mm) 係数 

（略） （略） 
 

4.3.16.2 等級区分機によるもの (2) 等級区分機によるもの 
4.3.16.2.1 強度性能（曲げ性能試験を行うものを除く。）  事  項 基      準  
a) MSR 区分したもの  強度性能（曲げ性能 １ ＭＳＲ区分したもの  
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1) 区分されたラミナの曲げヤング係数の平均値が表 16 の等級区分機による等級の欄に掲げる等級

のうち適合させようとするものに対応する曲げヤング係数の平均値の欄に掲げる数値以上であ

り，かつ，区分された全てのラミナの曲げヤング係数が表 16 の等級区分機による等級の欄に

掲げる等級のうち適合させようとするものに対応する曲げヤング係数の下限値の欄に掲げる数

値以上でなければならない。 

 試験を行うものを

除く。） 
 
 
 

(1) 区分されたラミナの全ての曲げヤング係数が表 15 の左欄に掲げ

る機械区分による等級に応じ、曲げヤング係数の欄に掲げる数値以

上であること。 
 
 

 

2) 対称異等級構成集成材の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ，非対称異等級構成集成材の引張り

側の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ並びに同一等級構成集成材に用いるラミナにあっては，

1)に加えて B.1 c)により抜き取られた試料ラミナが次の 2.1)，2.2)，2.3)及び 2.4)，又は 2.1)，2.2)，
2.5)及び 2.6)の要件に適合しなければならない。 

 

  
 
 
 
 

(2) 対称異等級構成集成材の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ、非対

称異等級構成集成材の引張り側の最外層用ラミナ及び外層用ラミ

ナ並びに同一等級構成集成材に用いるラミナにあっては、(1)に加え

て別記の１の(3)により抜き取られた試料ラミナが次のア、イ及びウ

又はア、エ及びオの要件に適合すること。 

 

2.1) JAS 1152-2 の 5.8 曲げ B 試験の結果，曲げヤング係数の平均値が表 16 のそれぞれの機械区分

による等級に対応する曲げヤング係数の平均値の欄に掲げる数値以上。 
 

  
 
 

ア 別記の３の(7)のイの曲げＢ試験の結果、その値が表 15 のそれ

ぞれの機械区分による等級に対応する曲げヤング係数の欄に掲

げる数値以上であること。 

 

2.2) JAS 1152-2 の 5.8 曲げ B 試験の結果，95 %以上の曲げヤング係数の下限値が表 16 のそれぞれ

の機械区分による等級に対応する曲げヤング係数の下限値の欄に掲げる数値以上。 
 

  
 
 

（新設） 
 
 

 

2.3) JAS 1152-2 の 5.9 曲げ C 試験の結果，曲げ強さの平均値が表 16 のそれぞれの機械区分による

等級に対応する曲げ強さの平均値の欄に掲げる数値以上。 
 

  
 
 

イ 別記の３の(7)のウの曲げＣ試験の結果、その平均値が表 15 の

それぞれの機械区分による等級に対応する曲げ強さの平均値の

欄に掲げる数値以上であること。 

 

2.4) JAS 1152-2 の 5.9 曲げ C 試験の結果，95 %以上の曲げ強さの下限値が表 16 のそれぞれの機械

区分による等級に対応する曲げ強さの下限値の欄に掲げる数値以上。 
 

  
 
 

ウ 別記の３の(7)のウの曲げＣ試験の結果、その 95％以上の曲げ強

さの下限値が表 15 のそれぞれの機械区分による等級に対応する

曲げ強さの下限値の欄に掲げる数値以上であること。 

 

2.5) JAS 1152-2 の 5.11 引張り試験の結果，引張り強さの平均値が表 16 のそれぞれの機械区分によ

る等級に対応する引張り強さの平均値の欄に掲げる数値に表 15 の試験片の幅方向の辺長の区

分に対応する係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上。 
 

  
 
 
 

エ 別記の３の(8)の引張り試験の結果、その平均値が表 15 のそれ

ぞれの機械区分による等級に対応する引張り強さの平均値の欄

に掲げる数値に表 16 の試験片の幅方向の辺長の区分に対応する

係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上であること。 

 

2.6) JAS 1152-2 の 5.11 引張り試験の結果，95 %以上の引張り強さの下限値が表 16 のそれぞれの機

械区分による等級に対応する引張り強さの下限値の欄に掲げる数値に表 15 の試験片の幅方向

の辺長の区分に対応する係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上。 
 

 

  
 
 
 
 

オ 別記の３の(8)の引張り試験の結果、その 95％以上の引張り強さ

の下限値が表 15 のそれぞれの機械区分による等級に対応する引

張り強さの下限値の欄に掲げる数値に表 16 の試験片の幅方向の

辺長の区分に対応する係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値

以上であること。 
 

 

b) 機械等級区分したもの   
 
 
 
 
 
 

２ 機械等級区分したもの  
1) a)の 1)と同じ。  (1) １の(1)と同じ。  
2) 対称異等級構成集成材の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ，非対称異等級構成集成材の引張り

側の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ並びに同一等級構成集成材に用いるラミナにあっては，

1)に加えて B.1 c)により抜き取られた試料ラミナが，a)の 2.1)及び 2.2)の要件に適合しなければ

ならない。 

 (2) 対称異等級構成集成材の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ、非対

称異等級構成集成材の引張り側の最外層用ラミナ及び外層用ラミ

ナ並びに同一等級構成集成材に用いるラミナにあっては、(1)に加え

て別記の１の(3)により抜き取られた試料ラミナが、別記の３の(7)の
イの曲げＢ試験の結果、その値が表 15 のそれぞれの機械区分によ
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る等級に対応する曲げヤング係数の欄に掲げる数値以上であるこ

と。 

3) 対称異等級構成集成材の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ，非対称異等級構成集成材の引張り

側の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ並びに同一等級構成集成材に用いるラミナのうち，長さ

方向に接着したものにあっては，1)及び 2)に加えて B.1 c)により抜き取られた試料ラミナが a)の
2.3)及び 2.4)又は 2.5)及び 2.6)の要件に適合しなければならない。 

 

 (3) 対称異等級構成集成材の最外層用ラミナ及び外層用ラミナ、非対

称異等級構成集成材の引張り側の最外層用ラミナ及び外層用ラミ

ナ並びに同一等級構成集成材に用いるラミナのうち、長さ方向に接

着したものにあっては、(1)及び(2)に加えて別記の１の(3)により抜

き取られた試料ラミナが１の(2)のイ及びウ又はエ及びオの要件に

適合すること。 

 

 

表 16－等級区分機による区分ラミナの強度性能の基準 

 

機械区分

による等

級 

曲げヤング係数 
GPa 又は 103N/mm2 

曲げ強さ 
MPa 又は N/mm2 

引張り強さ 
MPa 又は N/mm2 

平均値 下限値 平均値 下限値 平均値 下限値 
L200 
L180 
L160 
L140 
L125 
L110 
L100 
L 90 
L 80 
L 70 
L 60 
L 50 
L 40 
L 30 

20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.5 
11.0 
10.0 
 9.0 
 8.0 
 7.0 
 6.0 
 5.0 
 4.0 
 3.0 

17.0 
15.0 
13.0 
11.5 
10.5 
 9.5 
 8.5 
 7.5 
 6.5 
 6.0 
 5.0 
 4.1 
 3.3 
 2.5 

81.0 
72.0 
63.0 
54.0 
48.5 
45.0 
42.0 
39.0 
36.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
21.0 

61.0 
54.0 
47.5 
40.5 
36.5 
34.0 
31.5 
29.5 
27.0 
25.0 
22.5 
20.5 
18.0 
16.0 

48.0 
42.5 
37.5 
32.0 
28.5 
26.5 
24.5 
23.5 
21.5 
20.0 
18.0 
16.5 
14.5 
12.5 

36.0 
32.0 
28.0 
24.0 
21.5 
20.0 
18.5 
17.5 
16.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
 9.5 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.16.2.2 材面の品質 
a) 腐れ あってはならない。 

 

  
腐 れ 
 

 
ないこと。 
 

 

b) 割れ 目立たない程度の微小の割れでなければならない。 
 

 割 れ 
 

目立たない程度の微小の割れであること。 
 

 

c) 変色 利用上支障があってはならない。 
 

 変 色 
 

利用上支障のないこと。 
 

 

d) 逆目 目立たない程度でなければならない。 
 

 逆 目 
 

目立たない程度であること。 
 

 

e) 材の両端部の品質（MSR 区分に限る。） 等級区分機による測定のできない両端部における節，穴  材の両端部の品質 等級区分機による測定のできない両端部における節、穴等の強度を低減  
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等の強度を低減させる欠点の相当径比が，中央部（等級区分機による測定を行った部分）にあるも

のの相当径比より大きくないこと。又は，相当径比が表 17 の右欄に掲げる数値以下でなければな

らない。 

（ＭＳＲ区分に限

る。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

させる欠点の相当径比が、中央部（等級区分機による測定を行った部分）

にあるものの相当径比より大きくないこと。又は、相当径比が表 14 の右

欄に掲げる数値以下であること。 
表 17－両端部の相当径比の基準  表 14 両端部の相当径比の基準  

区分 相当径比 
異等級構成集成材（内層特殊構成集成材を含む。）の

最外層用，外層用ラミナ 
17 % 

 
異等級構成集成材（内層特殊構成集成材を含む。）の

中間層用ラミナ 
25 % 

 
異等級構成集成材（内層特殊構成集成材及びラミナ

ブロックを含む。）の内層用ラミナ 
33 % 

 
同一等級構成集成材（内層特殊構成集成材を含む。）

のラミナ 
17 % 

 
 

 区    分 相当径比 
異等級構成集成材（内層特殊構成集成材を含む。）

の最外層用、外層用ラミナ 
17％ 

 
異等級構成集成材（内層特殊構成集成材を含む。）

の中間層用ラミナ 
25％ 

 
異等級構成集成材（内層特殊構成集成材及びラミ

ナブロックを含む。）の内層用ラミナ 
33％ 

 
同一等級構成集成材（内層特殊構成集成材を含

む。）のラミナ 
17％ 

 
 

 

f) その他の欠点 極めて軽微でなければならない。  その他の欠点 極めて軽微であること。  
  

（削る。） 表 15 等級区分機による区分ラミナの強度性能の基準 

機械区分

による等 
級 

曲げヤング係数 
（GPa 又は 10３Ｎ／mm２） 

 

曲げ強さ（MPa 又は

Ｎ／mm２） 
引張り強さ（MPa 又

はＮ／mm２） 
平均値 下限値 平均値 下限値 

L200 
L180 
L160 
L140 
L125 
L110 
L100 
L 90 
L 80 
L 70 
L 60 
L 50 
L 40 
L 30 

20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.5 
11.0 
10.0 
 9.0 
 8.0 
 7.0 
 6.0 
 5.0 
 4.0 
 3.0 

81.0 
72.0 
63.0 
54.0 
48.5 
45.0 
42.0 
39.0 
36.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
21.0 

61.0 
54.0 
47.5 
40.5 
36.5 
34.0 
31.5 
29.5 
27.0 
25.0 
22.5 
20.5 
18.0 
16.0 

48.0 
42.5 
37.5 
32.0 
28.5 
26.5 
24.5 
23.5 
21.5 
20.0 
18.0 
16.5 
14.5 
12.5 

36.0 
32.0 
28.0 
24.0 
21.5 
20.0 
18.5 
17.5 
16.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
 9.5 
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（削る。） 
 

表 16 係数 

試験片の幅方向の辺長（mm） 係  数 
000 超    150 以下 
150 超    200 以下 
200 超    250 以下 
250 超    000 以下 

1.00 
0.95 
0.90 
0.85 

 

 
4.3.17 異等級構成集成材 

4.3.1～4.3.15 によるもののほか，次のとおりとする。 

 
３ 異等級構成集成材 

異等級構成集成材の規格は、第１項の規定によるもののほか、次のとおりとする。 
  

  事  項 基      準  

4.3.17.1 ラミナの積層数 
4 層以上でなければならない。  

ラミナの積層数 
 

４層以上であること。 
 

 

4.3.17.2 曲げ性能（曲げ性能試験を行った旨の表示をしてあるものに限る。） 
JAS 1152-2 の 5.7 曲げ A 試験の結果，次の a)～c)の要件に適合しなければならない。 

曲げ性能（曲げ性能試

験を行った旨の表示

をしてあるものに限

る。） 
 

別記の３の(7)のアの曲げＡ試験の結果、次の(1)から(3)までの要

件に適合すること。 
 

a) B.1 b)により抜き取った試料集成材，試験片又はモデル試験体の曲げヤング係数の平均値が，表 18
の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同表の平均値の欄に掲げ

る数値以上。 
 

(1) 別記の１の(2)により抜き取った試料集成材、試験片又はモ

デル試験体の曲げヤング係数の平均値が、表 17 の強度等級の

欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同

表の平均値の欄に掲げる数値以上であること。 

 

b) B.1 b)により抜き取った試料集成材，試験片又はモデル試験体の 95 %以上の曲げヤング係数が，表

18 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同表の下限値の欄に掲

げる数値以上。 
 

  
 
 
 
 

(2) 別記の１の(2)により抜き取った試料集成材、試験片又はモ

デル試験体の 95％以上の曲げヤング係数が、表 17 の強度等

級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じ

た同表の下限値の欄に掲げる数値以上であること。 

 

c) B.1 b)により抜き取った試料集成材，試験片又はモデル試験体の 95 %以上の曲げ強さが，表 18 の

強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同表の曲げ強さの欄に掲げ

る数値に表 19 の左欄に掲げる試料集成材，試験片又はモデル試験体の厚さ方向の辺長の区分に応

じた係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上。 
 

 

  (3) 別記の１の(2)により抜き取った試料集成材、試験片又はモ

デル試験体の 95％以上の曲げ強さが、表 17 の強度等級の欄

に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同表

の曲げ強さの欄に掲げる数値に表 18 の左欄に掲げる試料集

成材、試験片又はモデル試験体の厚さ方向の辺長の区分に応

じた係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上であるこ

と。 

 

表 18－異等級構成集成材の曲げヤング係数及び曲げ強さの基準 

 
種類 

 
 

 
強度等級 

 
 

曲げヤング係数 
GPa 又は 103N/mm2 

 

曲げ強さ 
MPa 又は 

N/mm2 
 平均値 下限値 

対 称 異

等 級 構

成 集 成

E170－F495 
E150－F435 
E135－F375 

17.0 
15.0 
13.5 

14.0 
12.5 
11.5 

49.5 
43.5 
37.5 

  表 17 異等級構成集成材の曲げヤング係数及び曲げ強さの基準 

 
 
 
 

 
 

強度等級 
 

曲げヤング係数 
（GPa又は 10３Ｎ／

mm２） 

曲げ強さ

（MPa 又は

Ｎ／mm２） 

 
 
 

平均値 下限値 
対称異等

級構成集

成材 

E170－F495 
E150－F435 
E135－F375 

17.0 
15.0 
13.5 

14.0 
12.5 
11.5 

49.5 
43.5 
37.5 
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材 
 
 
 
 
 
 
 

E120－F330 
E105－F300 
E 95－F270 
E 85－F255 
E 75－F240 
E 65－F225 
E 65－F220 
E 55－F200 

12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
06.5 
05.5 

10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
05.5 
04.5 

33.0 
30.0 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 
22.0 
20.0 

特 定 対

称 異 等

級 構 成

集成材 

ME120－F330 
ME105－F300 
ME 95－F270 
ME 85－F255 

12.0 
10.5 
09.5 
08.5 

10.0 
09.0 
08.0 
07.0 

33.0 
30.0 
27.0 
25.5 

非 対 称

異 等 級

構 成 集

成材 
 
 
 
 
 
 
 

E160－F480 
E140－F420 
E125－F360 
E110－F315 
E100－F285 
E 90－F255 
E 80－F240 
E 70－F225 
E 60－F210 
E 60－F205 
E 50－F170 

16.0 
14.0 
12.5 
11.0 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.0 
06.0 
05.0 

13.5 
11.5 
10.5 
09.0 
08.5 
07.5 
06.5 
06.0 
05.0 
05.0 
04.5 

48.0 
42.0 
36.0 
31.5 
28.5 
25.5 
24.0 
22.5 
21.0 
20.5 
17.0 

非 対 称

異 等 級

構 成 集

成 材 の

圧 縮 側

の 試 験

片 
 
 
 
 

E160－F480 
E140－F420 
E125－F360 
E110－F315 
E100－F285 
E 90－F255 
E 80－F240 
E 70－F225 
E 60－F210 
E 60－F205 
E 50－F170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.5 
28.5 
25.5 
24.0 
22.5 
21.0 
19.5 
18.0 
16.5 
16.0 
14.0 

 

 
 
 
 
 
 
 

E120－F330 
E105－F300 
E 95－F270 
E 85－F255 
E 75－F240 
E 65－F225 
E 65－F220 
E 55－F200 

12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
06.5 
05.5 

10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
05.5 
04.5 

33.0 
30.0 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 
22.0 
20.0 

特定対称

異等級構

成集成材 

ME120－F330 
ME105－F300 
ME 95－F270 
ME 85－F255 

12.0 
10.5 
09.5 
08.5 

10.0 
09.0 
08.0 
07.0 

33.0 
30.0 
27.0 
25.5 

 
 

非対称異

等級構成 
集成材 
 
 
 
 
 
 
 

E160－F480 
E140－F420 
E125－F360 
E110－F315 
E100－F285 
E 90－F255 
E 80－F240 
E 70－F225 
E 60－F210 
E 60－F205 
E 50－F170 

16.0 
14.0 
12.5 
11.0 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.0 
06.0 
05.0 

13.5 
11.5 
10.5 
09.0 
08.5 
07.5 
06.5 
06.0 
05.0 
05.0 
04.5 

48.0 
42.0 
36.0 
31.5 
28.5 
25.5 
24.0 
22.5 
21.0 
20.5 
17.0 

非対称異

等級構成

集成材の

圧縮側の

試験片 
 
 
 
 

E160－F480 
E140－F420 
E125－F360 
E110－F315 
E100－F285 
E 90－F255 
E 80－F240 
E 70－F225 
E 60－F210 
E 60－F205 
E 50－F170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.5 
28.5 
25.5 
24.0 
22.5 
21.0 
19.5 
18.0 
16.5 
16.0 
14.0 

 

     
表 19－寸法調整係数 

試料集成材，試験片又はモデル試験体の厚さ方向の 
辺長 

mm 

係数 
 

    表 18 寸法調整係数 

試料集成材、試験片又はモデル

試験体の厚さ方向の辺長（mm）  

係  数 
 

 
 

0,000 超   0,100 以下 1.13  
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0,000 超   0,100 以下 
0,100 超   0,150 以下 
0,150 超   0,200 以下 
0,200 超   0,250 以下 
0,250 超   0,300 以下 
0,300 超   0,450 以下 
0,450 超   0,600 以下 
0,600 超   0,750 以下 
0,750 超   0,900 以下 
0,900 超   1 050 以下 
1 050 超   1 200 以下 
1 200 超   1 350 以下 
1 350 超   1 500 以下 
1 500 超   1 650 以下 
1 650 超   1 800 以下 
1 800 超   0,000 以下 

1.13 
1.08 
1.05 
1.02 
1.00 
0.96 
0.93 
0.91 
0.89 
0.87 
0.86 
0.85 
0.84 
0.83 
0.82 
0.80 

 

0,100 超   0,150 以下 
0,150 超   0,200 以下 
0,200 超   0,250 以下 
0,250 超   0,300 以下 
0,300 超   0,450 以下 
0,450 超   0,600 以下 
0,600 超   0,750 以下 
0,750 超   0,900 以下 
0,900 超   1,050 以下 
1,050 超   1,200 以下 
1,200 超   1,350 以下 
1,350 超   1,500 以下 
1,500 超   1,650 以下 
1,650 超   1,800 以下 
1,800 超   0,000 以下 

1.08 
1.05 
1.02 
1.00 
0.96 
0.93 
0.91 
0.89 
0.87 
0.86 
0.85 
0.84 
0.83 
0.82 
0.80 

 

 
 

4.3.17.3 幅面の材縁部の品質 
表 22 又は表 26 の幅面の材縁部の節径比の基準に適合しなければならない。ただし，特定対称異等

級構成集成材の最外層用ラミナにあっては，幅面の材縁部の節径比が 17 %以下でなければならない。 
 

 幅面の材縁部の品質 
 
 

表 20 又は表 24 の幅面の材縁部の節径比の基準に適合すること。

ただし、特定対称異等級構成集成材の最外層用ラミナにあって

は、幅面の材縁部の節径比が 17％以下であること。 
 

 

4.3.17.4 ラミナの品質の構成 
 
4.3.17.4.1 対称異等級構成集成材の場合 

 

 ラミナの品質の構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成は、次のとおり

とする。 
 
 

 

a) 最外層用ラミナは，表 20 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとする強度等級に応

じた等級区分機による等級を表 21 の樹種群に応じ，表 20 のとおり 1 級から 5 級までに区分す

る。  

 (1) 最外層用ラミナは、表 19 の強度等級の欄に掲げる強度等

級のうち格付しようとする強度等級に応じた等級区分機に

よる等級を表 12 の樹種群に応じ、表 19 のとおり１級から５

級までに区分する。 

 

b) ラミナの品質の構成の基準は，表 22 のとおりとする。  (2) ラミナの品質の構成の基準は、表 20 のとおりとする。  
c) 強度等級区分のうち E65－F225 にあっては，内層に L50 を使用する場合に限る。 
 

 (3) 強度等級区分のうちＥ65－Ｆ225 にあっては、内層にＬ50
を使用する場合に限る。 

 

d) 等級区分機によるラミナのみを用いる場合は，表 20 の各樹種群の 1 級より 1 つ上位の等級区分機

による等級のラミナを最外層用ラミナに用い，表 22 の最外層用ラミナが 1 級の場合のラミナの品

質の構成に準じて製造してもよい。 
 

 (4) 等級区分機によるラミナのみを用いる場合は、表 19 の各

樹種群の１級より１つ上位の等級区分機による等級のラミ

ナを最外層用ラミナに用い、表 20 の最外層用ラミナが１級

の場合のラミナの品質の構成に準じて製造することができ

る。 

 

e) MSR 区分によるラミナのみを用いる場合は，次の 1)又は 2)によることが可能である。 
 

 (5) ＭＳＲ区分によるラミナのみを用いる場合は、次のア又は

イによることができる。 
 

1) 表 20 の各樹種群にかかわらず，同表の等級区分機による等級に応じ，表 22 の最外層用ラミナが  ア 表 19 の各樹種群にかかわらず、同表の等級区分機によ

る等級に応じ、表 20 の最外層用ラミナが１級の場合のラ
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1 級の場合のラミナの品質の構成に準じて製造してもよい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミナの品質の構成に準じて製造することができる。 

2) 表 20 の各樹種群（樹種群 Fを除く。）の 4 級より 1 つ下位の MSR 区分による等級のラミナを最

外層用ラミナに用い，表 22 の最外層用ラミナが 1 級の場合のラミナの品質の構成に準じて製

造してもよい。 

 イ 表 19 の各樹種群（樹種群Ｆを除く。）の４級より１つ下

位のＭＳＲ区分による等級のラミナを最外層用ラミナに

用い、表 20 の最外層用ラミナが１級の場合のラミナの品

質の構成に準じて製造することができる。 

 

f) 積層方向の中心軸に対して，ラミナの品質の構成及びラミナの厚さが対称でなければならない。 
 

 (6) 積層方向の中心軸に対して、ラミナの品質の構成及びラミ

ナの厚さが対称であること。 
 

4.3.17.4.2 特定対称異等級構成集成材の場合  ２ 特定対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成は、次のと

おりとする。 
 

a) 表 24 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとする強度等級に応じ，各ラミナを表 23
のとおり L200～L30 に MSR区分する。 

 

 (1) 表 22 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しよう

とする強度等級に応じ、各ラミナを表 21 のとおりＬ200 か

らＬ30 までにＭＳＲ区分する。 

 

b) ラミナの品質の構成の基準は表 24 のとおりとする。  (2) ラミナの品質の構成の基準は表 22 のとおりとする。  

c) 積層方向の中心軸に対して，ラミナの品質の構成及びラミナの厚さが対称でなければならない。 
 

 (3) 積層方向の中心軸に対して、ラミナの品質の構成及びラミ

ナの厚さが対称であること。 
 

4.3.17.4.3 非対称異等級構成集成材の場合  ３ 非対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成は、次のとお

りとする。 
 

a) 引張り側最外層用ラミナは，表 25 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとする強度

等級に応じた等級区分機による等級を表 21 の樹種群に応じ，表 25 のとおり 1 級～5 級に区分す

る。 

 (1) 引張り側最外層用ラミナは、表 23 の強度等級の欄に掲げ

る強度等級のうち格付しようとする強度等級に応じた等級

区分機による等級を表 12 の樹種群に応じ、表 23 のとおり１

級から５級までに区分する。 

 

b) ラミナの品質の構成の基準は，表 26 のとおりとする。  (2) ラミナの品質の構成の基準は、表 24 のとおりとする。  

c) 強度等級区分のうち E60－F210 にあっては，圧縮側の内層及び引張り側の内層に L50 を使用する

場合に限る。 
 (3) 強度等級区分のうちＥ60－Ｆ210 にあっては、圧縮側の内

層及び引張り側の内層にＬ50 を使用する場合に限る。 
 

d) 等級区分機によるラミナのみを用いる場合は，表 25 の各樹種群の 1 級より 1 つ上位の等級区分機

による等級のラミナを引張り側最外層用ラミナに用い，表 26 の引張り側最外層用ラミナが 1 級の

場合のラミナの品質の構成に準じて製造してもよい。 
 

 (4) 等級区分機によるラミナのみを用いる場合は、表 23 の各

樹種群の１級より１つ上位の等級区分機による等級のラミ

ナを引張り側最外層用ラミナに用い、表 24 の引張り側最外

層用ラミナが１級の場合のラミナの品質の構成に準じて製

造することができる。 

 

e) MSR 区分によるラミナのみを用いる場合は，次の 1)又は 2)によって製造してもよい。 
 

 (5) ＭＳＲ区分によるラミナのみを用いる場合は、次のア又は

イによることができる。 
 

1) 表 25 の各樹種群にかかわらず，同表の等級区分機による等級に応じ，表 26 の引張り側最外層用

ラミナが 1 級の場合のラミナの品質の構成に準じて製造してもよい。 
 

 ア 表 23 の各樹種群にかかわらず、同表の等級区分機によ

る等級に応じ、表 24 の引張り側最外層用ラミナが１級の

場合のラミナの品質の構成に準じて製造することができ

る。 

 

2) 表 25 の各樹種群（樹種群 F を除く。）の 4 級より 1 つ下位の MSR 区分による等級のラミナを引

張り側最外層用ラミナに用い，表 26 の引張り側最外層用ラミナが 1 級の場合のラミナの品質の

構成に準じて製造してもよい。 
 

 イ 表 23 の各樹種群（樹種群Ｆを除く。）の４級より１つ下

位のＭＳＲ区分による等級のラミナを引張り側最外層用

ラミナに用い、表 24 の引張り側最外層用ラミナが１級の

場合のラミナの品質の構成に準じて製造することができ

る。 

 

f) 積層方向の中心軸に対して，ラミナの厚さが対称でなければならない。  (6) 積層方向の中心軸に対して、ラミナの厚さが対称であるこ  
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 と。 
 

4.3.17.4.4 実証試験を伴うシミュレーション計算によって強度等級が確認されている場合 
4.3.17.4.1～4.3.17.4.3 のいずれかの基準に適合したものとみなしてもよい。 
 

 ４ 実証試験を伴うシミュレーション計算によって強度等級が

確認されている場合にあっては、上記のいずれかの基準に適合

したものとみなすことができる。 

 

4.3.17.4.5 幅はぎ未評価ラミナを用いる場合 
 幅はぎ未評価ラミナを用いる場合にあっては，次のとおりとする。 

 幅はぎ未評価ラミナ 
 
 
 
 
 

幅はぎ未評価ラミナを用いる場合にあっては、次のとおりとす

る。 
 

a) 大断面集成材の内層及び中間層のみ。  １ 大断面集成材の内層及び中間層のみとする。  
b) 1 つのラミナに対し 1 箇所，かつ，ラミナとラミナの透き間が 6 mm 以内。  ２ １つのラミナに対し１箇所、かつ、ラミナとラミナの透き間

が６mm以内であること。 

 

c) 幅はぎ未評価ラミナの使用箇所が互いに隣接して積層するラミナに存在する場合にあっては，当該

箇所が互いにラミナの厚さの 1 倍以上離れていること 
 

 ３ 幅はぎ未評価ラミナの使用箇所が互いに隣接して積層する

ラミナに存在する場合にあっては、当該箇所が互いにラミナの

厚さの１倍以上離れていること。 

 

  
表 20－対称異等級構成集成材の最外層用ラミナの等級区分 表 19 対称異等級構成集成材の最外層用ラミナの等級区分 

強度等級 
 

等級区分機によ

る等級 
樹種群 

A B C D E F 
E170－F495 L200 1 級      
E150－F435 L180 2 級 1 級     
E135－F375 L160 3 級 2 級 1 級    
E120－F330 L140 4 級 3 級 2 級 1 級   
E105－F300 L125  4 級 3 級 2 級 1 級  
E 95－F270 L110   4 級 3 級 2 級 1 級 
E 85－F255 L100    4 級 3 級 2 級 
E 75－F240 L 90     4 級 3 級 
E 65－F225 
E 65－F220 

L 80 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 級 
 

E 55－F200 L 70      5 級 
 
 
 
 

L 60       
L 50       
L 40       
L 30       

 

強度等級 
 

等級区分機によ 
る等級 

樹  種  群 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

E170－F495 L200 １ 級      
E150－F435 L180 ２ 級 １ 級     
E135－F375 L160 ３ 級 ２ 級 １ 級    
E120－F330 L140 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級   
E105－F300 L125  ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級  
E 95－F270 L110   ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 
E 85－F255 L100    ４ 級 ３ 級 ２ 級 
E 75－F240 L 90     ４ 級 ３ 級 
E 65－F225 
E 65－F220 

L 80 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４ 級 
 

E 55－F200 L 70      ５ 級 
 
 
 
 

L 60       
L 50       
L 40       
L 30       

 

  
表 21－樹種群 （新設） 

樹種群 樹種名 
A アピトン 
B 

 
イタヤカエデ，カバ，ブナ，ミズナラ，ケヤキ，ダフリカカ

ラマツ，サザンパイン a)，ベイマツ及びウエスタンラーチ 
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C ヒノキ，ヒバ，カラマツ，アカマツ，クロマツ及びベイヒ 
D 

 
ツガ，タモ，シオジ，ニレ，アラスカイエローシダー，ラジ

アタパイン及びベイツガ 
E 

 
 

モミ，トドマツ，エゾマツ，ベイモミ，スプルース，ロッジ

ポールパイン，ベニマツ，ポンデローサパイン，オウシュウ

アカマツ，ジャックパイン及びラワン 
F スギ，ベイスギ及びホワイトサイプレスパイン 

注 a) サザンパインは，ショートリーフパイン，スラッシュパイン，ロブロ

リーパイン及びロングリーフパインに限る。 
  

表 22－対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成 表 20 対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成 
ラミナの品質の構成の

条件及び種類 
最外層用ラミナ 

 
外層用ラミナ 

 
中間層用ラミナ 

 
内層用ラミナ 

 
最外層用

ラミナが 
1 級の場 
合 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
（略） 
 

（略） （略） 3 等以上 
 

等級区分機

によるもの 
G a) 
 

△1G以上 b) 
 

△2G以上 b) 
 

△4G以上 b) 
 

 
 
 

幅面の材

縁部の節

径比 

17 %以下 
 
 

MSR 区分以外

は，17 %以下 
 

MSR 区分以外

は，25 %以下 
 

MSR 区分以外

は，33 %以下 
 

最外層用

ラミナが 
2 級の場 
合 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
（略） （略） 3 等以上 

 
4 等以上 
 

等級区分機

によるもの 
G a) 
 

△1G以上 b) 
 

△2G以上 b) 
 

△4G以上 b) 
 

 
 
 

幅面の材 
縁部の節

径比 

17 %以下 
 
 

MSR 区分以外

は，25 %以下 
 

MSR 区分以外

は，33 %以下 
 

MSR 区分以外 
は，50 %以下 
 

最外層用

ラミナが 
3 級の場 
合 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
（略） 2 等以上 

 
3 等以上 
 

4 等以上 
 

等級区分機

によるもの 
G a) 
 

△1G以上 b) 
 

△2G以上 b) 
 

△4G以上 b) 
 

 
 
 

幅面の材

縁部の節 
径比 

17 %以下 
 
 

MSR 区分以外

は，25 %以下 
 

MSR 区分以外

は，33 %以下 
 

MSR 区分以外

は，50 %以下 
 

最外層用

ラミナが 
4 級の場

合 
 

目視区分に

よるもの 
（略） 3 等以上 

 
3 等以上 
 

4 等以上 
 

等級区分機

によるもの 
G a) 
 

△1G以上 b) 
 

△2G以上 b) 
 

△4G以上 b) 
 

 幅面の材 25 %以下 MSR 区分以外 MSR 区分以外 MSR 区分以外

 
 

最外層用ラミナ 
 

外層用ラミナ 
 

中間層用ラミナ 
 

内層用ラミナ 
 

最外層用

ラミナが 
１級の場

合 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
（略） （略） （略） ３等以上 

 
等級区分機に

よるもの 
Ｇ 
 

△１Ｇ以上 
 

△２Ｇ以上 
 

△４Ｇ以上 
 

 
 
 

幅面の材縁

部の節径比 
 

17％以下 
 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、17％以下 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、25％以下 
 

ＭＳＲ区分以

外は、33％以

下 
最外層用

ラミナが 
２級の場 
合 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
（略） （略） ３等以上 

 
４等以上 
 

等級区分機に

よるもの 
Ｇ 
 

△１Ｇ以上 
 

△２Ｇ以上 
 

△４Ｇ以上 
 

 
 
 

幅面の材縁

部の節径比 
 

17％以下 
 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、25％以下 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、33％以下 
 

ＭＳＲ区分以

外は、50％以

下 
最外層用

ラミナが 
３級の場 
合 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
（略） ２等以上 

 
３等以上 
 

４等以上 
 

等級区分機に

よるもの 
Ｇ 
 

△１Ｇ以上 
 

△２Ｇ以上 
 

△４Ｇ以上 
 

 
 
 

幅面の材縁

部の節径比 
 

17％以下 
 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、25％以下 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、33％以下 
 

ＭＳＲ区分以

外は、50％以

下 
最外層用

ラミナが 
４級の場 
合 
 

目視区分によ

るもの 
（略） ３等以上 

 
３等以上 
 

４等以上 
 

等級区分機に

よるもの 
Ｇ 
 

△１Ｇ以上 
 

△２Ｇ以上 
 

△４Ｇ以上 
 

 幅面の材縁 25％以下 ＭＳＲ区分以外 ＭＳＲ区分以外 ＭＳＲ区分以
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縁部の節

径比 
 
 

は，33 %以下 
 

は，33 %以下 
 

は，50 %以下 
 

最外層用

ラミナが

5 級の場

合 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
（略） 3 等以上 

 
3 等以上 
 

4 等以上 
 

等級区分機

によるもの 
G a) 
 

△1G以上 b) 
 

△2G以上 b) 
 

△4G以上 b) 
 

 
 
 

幅面の材

縁部の節

径比 

25 %以下 
 
 

MSR 区分以外

は，33 %以下 
 

MSR 区分以外

は，33 %以下 
 

MSR 区分以外

は，50 %以下 
 

注 a) Gは，最外層用ラミナの表 20 のラミナ等級をいう。 
注 b) △1G，△2G，△3G 及び△4Gは，Gよりそれぞれ 1 等級，2 等級，3 等級及び 4 等級下位

の表 20 の等級区分機による等級をいう。 
 

 

 

 
 

 
 

部の節径比 
 

 
 

は、33％以下 
 

は、33％以下 
 

外は、50％以

下 
最外層用

ラミナが 
５級の場 
合 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
（略） ３等以上 

 
３等以上 
 

４等以上 
 

等級区分機に

よるもの 
Ｇ 
 

△１Ｇ以上 
 

△２Ｇ以上 
 

△４Ｇ以上 
 

 
 
 

幅面の材縁

部の節径比 
 

25％以下 
 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、33％以下 
 

ＭＳＲ区分以外 
は、33％以下 
 

ＭＳＲ区分以

外は、50％以

下 
（注）１ Ｇは、最外層用ラミナの表 19 の等級区分機による等級をいう。 

    ２ △１Ｇ、△２Ｇ、△３Ｇ及び△４Ｇは、Ｇよりそれぞれ１等級、２等級、３等級 

及び４等級下位の表 19 の等級区分機による等級をいう。 
 
 

表 23－特定対称異等級構成集成材のラミナの等級区分 表 21 特定対称異等級構成集成材のラミナの等級区分 
MSR 区分による等級 

（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＭＳＲ区分による等級 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
表 24－特定対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成 表 22 特定対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成   

(略) (略) 

表 25－非対称異等級構成集成材の引張り側最外層用ラミナの等級区分 表 23 非対称異等級構成集成材の引張り側最外層用ラミナの等級区分 
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強度等級 
 

等級区分機によ

る等級 
樹種群 

A B C D E F 
E160－F480 L200 1 級      
E140－F420 L180 2 級 1 級     
E125－F360 L160 3 級 2 級 1 級    
E110－F315 L140 4 級 3 級 2 級 1 級   
E100－F285 L125  4 級 3 級 2 級 1 級  
E 90－F255 L110   4 級 3 級 2 級 1 級 
E 80－F240 L100    4 級 3 級 2 級 
E 70－F225 L 90     4 級 3 級 
E 60－F210 
E 60－F205 

L 80 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 級 
 

E 50－F170 L 70      5 級 
 
 
 
 

L 60       
L 50       
L 40       
L 30       

 

強度等級 
 

等級区分機によ 
る等級 

樹  種  群 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

E160－F480 L200 １ 級      
E140－F420 L180 ２ 級 １ 級     
E125－F360 L160 ３ 級 ２ 級 １ 級    
E110－F315 L140 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級   
E100－F285 L125  ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級  
E 90－F255 L110   ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 
E 80－F240 L100    ４ 級 ３ 級 ２ 級 
E 70－F225 L 90     ４ 級 ３ 級 
E 60－F210 
E 60－F205 

L 80 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４ 級 
 

E 50－F170 L 70      ５ 級 
 
 
 
 

L 60       
L 50       
L 40       
L 30       

 

  
表 26－非対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成 表 24 非対称異等級構成集成材のラミナの品質の構成 

 
ラミナの品質の構成の

条件及び種類 
 

圧縮側 引張り側 
最外層用

ラミナ 
 

外層用 
ラミナ 
 

中間層

用ラミ

ナ 

内層用 
ラミナ 
 

内層用 
ラミナ 
 

中間層

用ラミ

ナ 

外層用 
ラミナ 
 

最外層

用ラミ

ナ 
引張り側 
最外層用

ラミナが 
1 級の場 
合 
 
 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
2 等以上 
 

2 等以

上 
3 等以

上 
3 等以

上 
3 等以

上 
使用不

可 
使用不

可 
使用不

可 
等級区分機

によるもの 
△ 2Gb) 以

上 
△ 2Gb)

以上 
△ 3Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 2Gb)

以上 
△ 1Gb)

以上 
Ga) 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材

縁部の節

径比 
 
 
 

MSR 区分

以外は，

25 %以下 
 
 

MSR 区

分以外

は ，

25 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

25 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

17 %以

下 
 

17 % 
以下 
 
 
 
 

引張り側 
最外層用 
ラミナが 
2 級の場 
合 

目視区分に

よるもの 
3 等以上 
 

3 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
3 等以

上 
使用不

可 
使用不

可 
等級区分機

によるもの 
△ 2Gb) 以

上 
△ 2Gb)

以上 
△ 3Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 2Gb)

以上 
△ 1Gb)

以上 
Ga) 
 

 幅面の材 MSR 区分 MSR 区 MSR 区 MSR 区 MSR 区 MSR 区 MSR 区 17 % 

 
 
 
 

圧  縮  側 引 張 り 側 
最外層

用ラミ

ナ 

外層用 
 
ラミナ 

中間層

用ラミ

ナ 

内層用 
 
ラミナ 

内層用 
 
ラミナ 

中間層

用ラミ

ナ 

外層用 
 
ラミナ 

最外層

用ラミ

ナ 
引張り側 
最外層用 
ラミナが 
１級の場 
合 
 
 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
２等以

上 
２等以

上 
３等以

上 
３等以

上 
３等以

上 
使用不

可 
使用不

可 
使用不

可 
等級区分機に

よるもの 
△２Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△３Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△１Ｇ

以上 
Ｇ 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材縁

部の節径比 
 
 
 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

25 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

25 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

25 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

17 ％以

下 
 

17％ 
以下 
 
 
 
 

引張り側 
最外層用 
ラミナが 
２級の場 
合 

目視区分によ

るもの 
３等以

上 
３等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
３等以

上 
使用不

可 
使用不

可 
等級区分機に

よるもの 
△２Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△３Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△１Ｇ

以上 
Ｇ 
 

 幅面の材縁 ＭＳＲ ＭＳＲ ＭＳＲ ＭＳＲ ＭＳＲ ＭＳＲ ＭＳＲ 17％ 
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縁部の節

径比 
 
 
 

以外は，

33 %以下 
 
 

分以外

は ，

33 %以

下 
 

分以外

は ，

50 %以

下 
 

分以外

は ，

50 %以

下 
 

分以外

は ，

50 %以

下 
 

分以外

は ，

33 %以

下 
 

分以外

は ，

25 %以

下 
 

以下 
 
 
 
 

引張り側 
最外層用 
ラミナが 
3 級の場 
合 
 
 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
3 等以上 
 

3 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
3 等以

上 
2 等以

上 
使用不

可 
等級区分機

によるもの 
△ 2Gb) 以

上 
△ 2Gb)

以上 
△ 3Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 2Gb)

以上 
△ 1Gb)

以上 
Ga) 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材

縁部の節

径比 
 
 
 

MSR 区分

以外は，

33 %以下 
 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

25 %以

下 
 

17 % 
以下 
 
 
 
 

引張り側 
最外層用 
ラミナが 
4 級の場 
合 
 
 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
3 等以上 
 

3 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
3 等以

上 
3 等以

上 
使用不

可 
等級区分機

によるもの 
△ 2Gb) 以

上 
△ 2Gb)

以上 
△ 3Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 2Gb)

以上 
△ 1Gb)

以上 
Ga) 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材

縁部の節

径比 
 
 
 

MSR 区分

以外は，

33 %以下 
 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

25 % 
以下 
 
 
 
 

引張り側 
最外層用

ラミナが 
5 級の場 
合 
 
 
 
 
 

目視区分に

よるもの 
3 等以上 
 

3 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
4 等以

上 
3 等以

上 
3 等以

上 
使用不

可 
等級区分機

によるもの 
△ 2Gb) 以

上 
△ 2Gb)

以上 
△ 3Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 4Gb)

以上 
△ 2Gb)

以上 
△ 1Gb)

以上 
Ga) 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材

縁部の節

径比 
 
 
 

MSR 区分

以外は，

33 %以下 
 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

50 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は ，

33 %以

下 
 

MSR 区

分以外

は， 
33 %以

下 
 

25 % 
以下 
 
 
 
 

注 a) Gは，引張り側最外層用ラミナの表 25 の等級区分機の等級をいう。 
注 b) △1G，△2G，△3G 及び△4Gは，Gよりそれぞれ 1 等級，2 等級，3 等級及び 4 等級下位

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

部の節径比 
 
 
 
 

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

区分以

外は、

25 ％以

下 
 

以下 
 
 
 
 

引張り側 
最外層用 
ラミナが 
３級の場 
合 
 
 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
３等以

上 
３等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
３等以

上 
２等以

上 
使用不

可 
等級区分機に

よるもの 
△２Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△３Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△１Ｇ

以上 
Ｇ 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材縁 
部の節径比 
 
 
 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

25 ％以

下 
 

17％ 
以下 
 
 
 
 

引張り側 
最外層用 
ラミナが 
４級の場 
合 
 
 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
３等以

上 
３等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
３等以

上 
３等以

上 
使用不

可 
等級区分機に

よるもの 
△２Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△３Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△１Ｇ

以上 
Ｇ 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材縁

部の節径比 
 
 
 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

25％ 
以下 
 
 
 
 

引張り側

最外層用

ラミナが

５級の場

合 
 
 
 
 
 

目視区分によ

るもの 
３等以

上 
３等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
４等以

上 
３等以

上 
３等以

上 
使用不

可 
等級区分機に

よるもの 
△２Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△３Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△４Ｇ

以上 
△２Ｇ

以上 
△１Ｇ

以上 
Ｇ 
 

 
 
 
 
 
 

幅面の材縁 
部の節径比 
 
 
 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

50 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

ＭＳＲ

区分以

外は、

33 ％以

下 
 

25％ 
以下 
 
 
 
 

（注）１ Ｇは、引張り側最外層用ラミナの表 23 の等級区分機による等級をいう。 

２ △１Ｇ、△２Ｇ、△３Ｇ及び△４Ｇは、Ｇよりそれぞれ１等級、２等級、３等級   

及び４等級下位の表 23 の等級区分機による等級をいう。 
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の表 25 の等級区分機による等級をいう。  
 

 

 
 

4.3.18 同一等級構成集成材 
4.3.1～4.3.15 によるもののほか，次のとおりとする。 

４ 同一等級構成集成材 
    同一等級構成集成材の規格は、第１項の規定によるもののほか、次のとおりとする。 

 
 

 

 
4.3.18.1 ラミナの積層数 

2 層以上でなければならない。 

 

事  項 基      準 
ラミナの積層数 
 
 

２層以上であること。 
 

曲げ性能（曲げ

性能試験を行っ

た旨の表示をし

てあるものに限

る。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記の３の(7)のアの曲げＡ試験の結果、次の(1)から(3)までの要件に適合す 

ること。 
 
(1)  別記の１の(2)により抜き取った試料集成材、試験片又はモデル試験体 

の曲げヤング係数の平均値が、表 25 の強度等級の欄に掲げる強度等級

のうち格付しようとするものに応じた同表の平均値の欄に掲げる数値

以上であること。  
(2)  別記の１の(2)により抜き取った試料集成材、試験片又はモデル試験体 

の 95％以上の曲げヤング係数が、表 25 の強度等級の欄に掲げる強度等

級のうち格付しようとするものに応じた同表の下限値の欄に掲げる数

値以上であること。  
(3)  別記の１の(2)により抜き取った試料集成材、試験片又はモデル試験体 

の 95％以上の曲げ強さが、表 25 の強度等級の欄に掲げる強度等級のう

ち格付しようとするものに応じた同表の曲げ強さの欄に掲げる数値に

表 26 の左欄に掲げる試料集成材、試験片又はモデル試験体の厚さ方向

の辺長の区分に応じた係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上で

あること。 
 
表 25 同一等級構成集成材の曲げヤング係数及び曲げ強さの基準 

積層数 強度等級 
 

曲げヤング係数 
（GPa 又は 10３Ｎ／

mm２） 

曲げ強さ 
（MPa 又はＮ／

mm２） 
平均値 下限値 

４層以上 
 

E190－F615 
E170－F540 

19.0 
17.0 

16.0 
14.0 

61.5 
54.0 

4.3.18.2 曲げ性能（曲げ性能試験を行った旨の表示をしてあるものに限る。） 
JAS 1152-2 の 5.7 曲げ A 試験の結果，次の a)～c)の要件に適合すること。 

 
a) B.1 b)により抜き取った試料集成材，試験片又はモデル試験体の曲げヤング係数の平均値が，表 27

の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同表の平均値の欄に掲げ

る数値以上。 
 

b) B.1 b)により抜き取った試料集成材，試験片又はモデル試験体の 95 %以上の曲げヤング係数が，表

27 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同表の下限値の欄に掲

げる数値以上。 
 
 
c) B.1 b)により抜き取った試料集成材，試験片又はモデル試験体の 95 %以上の曲げ強さが，表 27 の

強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとするものに応じた同表の曲げ強さの欄に掲げ

る数値に表 28 の左欄に掲げる試料集成材，試験片又はモデル試験体の厚さ方向の辺長の区分に応

じた係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上。 
 
 
 

表 27－同一等級構成集成材の曲げヤング係数及び曲げ強さの基準 

積層数 強度等級 
 

曲げヤング係数 
GPa 又は 103N/mm2 

  

曲げ強さ 
MPa又は N/mm2 

平均値 下限値 
4 層以上 E190－F615 19.0 16.0 61.5 
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 E170－F540 
E150－F465 
E135－F405 
E120－F375 
E105－F345 
E 95－F315 
E 85－F300 
E 75－F270 
E 65－F255 
E 55－F225 

17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
05.5 

14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
04.5 

54.0 
46.5 
40.5 
37.5 
34.5 
31.5 
30.0 
27.0 
25.5 
22.5 

3 層 
 

E190－F555 
E170－F495 
E150－F435 
E135－F375 
E120－F330 
E105－F300 
E 95－F285 
E 85－F270 
E 75－F255 
E 65－F240 
E 55－F225 

19.0 
17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
05.5 

16.0 
14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
04.5 

55.5 
49.5 
43.5 
37.5 
33.0 
30.0 
28.5 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 

2 層 
 

E190－F510 
E170－F450 
E150－F390 
E135－F345 
E120－F300 
E105－F285 
E 95－F270 
E 85－F255 
E 75－F240 
E 65－F225 
E 55－F200 

19.0 
17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
05.5 

16.0 
14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
04.5 

51.0 
45.0 
39.0 
34.5 
30.0 
28.5 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 
20.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E150－F465 
E135－F405 
E120－F375 
E105－F345 
E 95－F315 
E 85－F300 
E 75－F270 
E 65－F255 
E 55－F225 

15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
05.5 

12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
04.5 

46.5 
40.5 
37.5 
34.5 
31.5 
30.0 
27.0 
25.5 
22.5 

３層 
 

E190－F555 
E170－F495 
E150－F435 
E135－F375 
E120－F330 
E105－F300 
E 95－F285 
E 85－F270 
E 75－F255 
E 65－F240 
E 55－F225 

19.0 
17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
05.5 

16.0 
14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
04.5 

55.5 
49.5 
43.5 
37.5 
33.0 
30.0 
28.5 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 

２層 
 

E190－F510 
E170－F450 
E150－F390 
E135－F345 
E120－F300 
E105－F285 
E 95－F270 
E 85－F255 
E 75－F240 
E 65－F225 
E 55－F200 

19.0 
17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 
05.5 

16.0 
14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 
04.5 

51.0 
45.0 
39.0 
34.5 
30.0 
28.5 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 
20.0 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

表 28－寸法調整係数 
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試料集成材，試験片又はモデル試験体の厚さ方向の 
辺長 
mm 

係数 

0,000 超   0,100 以下 
0,100 超   0,150 以下 
0,150 超   0,200 以下 
0,200 超   0,250 以下 
0,250 超   0,300 以下 
0,300 超   0,000 以下 

1.00 
0.96 
0.93 
0.90 
0.89 
0.85 

 表 26 寸法調整係数 

 
試料集成材、試験片又はモデル試験体の厚さ方向の

辺長（mm）  

係  数 

0,000 超   0,100 以下 
0,100 超   0,150 以下 
0,150 超   0,200 以下 
0,200 超   0,250 以下 
0,250 超   0,300 以下 
0,300 超   0,000 以下 

1.00 
0.96 
0.93 
0.90 
0.89 
0.85 

 

幅面の材縁部の 
質 

表 29 の幅面の材縁部の節径比の基準に適合すること。 
 

  

ラミナの品質の

構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ラミナの品質の構成は、次のとおりとする。 
 

(1) 目視区分によるラミナにあっては、格付しようとする強度等級区分に応

じたラミナの等級を表 12 の樹種群に応じ、表 27 のとおり１等から３等ま

でに区分する。 

(2) 等級区分機によるラミナにあっては、格付しようとする強度等級区分に

応じたラミナの等級を表 12 の樹種群に応じ、表 28 のとおり１級から４級

までに区分する。 
(3) ラミナの品質の構成の基準は、表 29 のとおりとする。 

(4) 等級区分機によるラミナのみを用いる場合は、表 28 の各樹種群の１級

より１つ上位の等級区分機による等級のラミナを用い、表 29 のラミナが

１級の場合のラミナの品質の構成に準じて製造することができる。 
(5) ＭＳＲ区分によるラミナのみを用いる場合は、次のア又はイによること

ができる。 

ア 表 28 の各樹種群にかかわらず、同表の等級区分機による等級に応じ、

表 29 のラミナが１級の場合のラミナの品質の構成に準じて製造するこ

とができる。 
イ 表 28 の各樹種群（樹種群Ｆを除く。）の３級より１つ下位のＭＳＲ区

分による等級のラミナを用い、表 29 のラミナが１級の場合のラミナの

品質の構成に準じて製造することができる。 

(6) 積層方向の中心軸に対して、ラミナの厚さが対称であること。 
 

4.3.18.3 幅面の材縁部の品質 
表 31 の幅面の材縁部の節径比の基準に適合しなければならない。 

 
4.3.18.4 ラミナの品質の構成 
a) ラミナの品質の構成は，次のとおりとする。 

1) 目視区分によるラミナにあっては，格付しようとする強度等級区分に応じたラミナの等級を表

21 の樹種群に応じ，表 29 のとおり 1 等～3 等に区分する。 
 

2) 等級区分機によるラミナにあっては，格付しようとする強度等級区分に応じたラミナの等級を

表 21 の樹種群に応じ，表 30 のとおり 1 級～4 級に区分する。 

 
3) ラミナの品質の構成の基準は，表 31 のとおりとする。 

4) 等級区分機によるラミナのみを用いる場合は，表 30 の各樹種群の 1 級より 1 つ上位の等級区分

機による等級のラミナを用い，表 31 のラミナが 1 級の場合のラミナの品質の構成に準じて製造

してもよい。 
5) MSR区分によるラミナのみを用いる場合は，次の 5.1)又は 5.2)によることができる。 

 
 
5.1) 表 30 の各樹種群にかかわらず，同表の等級区分機による等級に応じ，表 31 のラミナが 1 級の

場合のラミナの品質の構成に準じて製造してもよい。 

 
5.2) 表 30 の各樹種群（樹種群 F を除く。）の 3 級より 1 つ下位の MSR区分による等級のラミナを

用い，表 31 のラミナが 1 級の場合のラミナの品質の構成に準じて製造してもよい。 
 

6) 積層方向の中心軸に対して，ラミナの厚さが対称でなければならない。 
 
 

b) 実証試験を伴うシミュレーション計算によって強度等級が確認されている場合にあっては， a)の
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基準に適合したものとみなしてもよい。 ２ 実証試験を伴うシミュレーション計算によって強度等級が確認されて

いる場合にあっては、上記１の基準に適合したものとみなすことができ

る。 
 

 

表 29－同一等級構成集成材のラミナの目視等級区分 表 27 同一等級構成集成材のラミナの目視等級区分 

積層数 4 層 
以上の強度 

等級 

積層数 3 層 
の強度等級 

 

積層数 2 層

の強度等級 
 

樹種群 
 

A B C D E F 
E150-F465 E150-F435 E150-F390 1 等      
E135-F405 E135-F375 E135-F345 2 等 1 等     
E120-F375 E120-F330 E120-F300 3 等 2 等 1 等    
E105-F345 E105-F300 E105-F285  3 等 2 等 1 等   
E 95-F315 E 95-F285 E 95-F270   3 等 2 等 1 等  
E 85-F300 E 85-F270 E 85-F255    3 等 2 等 1 等 
E 75-F270 E 75-F255 E 75-F240     3 等 2 等 
E 65-F255 E 65-F240 E 65-F225      3 等 

 

積層数４層 
以上の強度

等級 

積層数３層

の強度等級 
 

積層数２層

の強度等級 
 

樹  種  群 
 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 
E150-F465 E150-F435 E150-F390 １等      
E135-F405 E135-F375 E135-F345 ２等 １等     
E120-F375 E120-F330 E120-F300 ３等 ２等 １等    
E105-F345 E105-F300 E105-F285  ３等 ２等 １等   
E 95-F315 E 95-F285 E 95-F270   ３等 ２等 １等  
E 85-F300 E 85-F270 E 85-F255    ３等 ２等 １等 
E 75-F270 E 75-F255 E 75-F240     ３等 ２等 
E 65-F255 E 65-F240 E 65-F225      ３等 

 

  

表 30－同一等級構成集成材のラミナの等級区分機による等級区分 表 28 同一等級構成集成材のラミナの等級区分機による等級区分 

積層数 4 層 
以上の強度

等級 

積層数 3
層の強度

等級 

積層数 2 層の

強度等級 
 

等級区分

機による

等級 

樹種群 
 

A B C D E F 
E190-F615 E190-F555 E190-F510 L200 1 級      
E170-F540 E170-F495 E170-F450 L180 1 級 1 級     
E150-F465 E150-F435 E150-F390 L160 1 級 1 級 1 級    
E135-F405 E135-F375 E135-F345 L140 2 級 1 級 1 級 1 級   
E120-F375 E120-F330 E120-F300 L125 3 級 2 級 1 級 1 級 1 級  
E105-F345 E105-F300 E105-F285 L110  3 級 2 級 1 級 1 級 1 級 
E 95-F315 E 95-F285 E 95-F270 L100   3 級 2 級 1 級 1 級 
E 85-F300 E 85-F270 E 85-F255 L 90    3 級 2 級 1 級 
E 75-F270 E 75-F255 E 75-F240 L 80     3 級 2 級 
E 65-F255 E 65-F240 E 65-F225 L 70      3 級 
E 55-F225 E 55-F225 E 55-F200 L 60      4 級 

 

積層数４層 
以上の強度

等級 

積層数３層

の強度等級 
 

積層数２層

の強度等級 
 

等級区分

機による

等級 

樹  種  群 
 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 
E190-F615 E190-F555 E190-F510 L200 １級      
E170-F540 E170-F495 E170-F450 L180 １級 １級     
E150-F465 E150-F435 E150-F390 L160 １級 １級 １級    
E135-F405 E135-F375 E135-F345 L140 ２級 １級 １級 １級   
E120-F375 E120-F330 E120-F300 L125 ３級 ２級 １級 １級 １級  
E105-F345 E105-F300 E105-F285 L110  ３級 ２級 １級 １級 １級 
E 95-F315 E 95-F285 E 95-F270 L100   ３級 ２級 １級 １級 
E 85-F300 E 85-F270 E 85-F255 L 90    ３級 ２級 １級 
E 75-F270 E 75-F255 E 75-F240 L 80     ３級 ２級 
E 65-F255 E 65-F240 E 65-F225 L 70      ３級 
E 55-F225 E 55-F225 E 55-F200 L 60      ４級 

 

  

表 31－同一等級構成集成材のラミナの品質の構成 表 29 同一等級構成集成材のラミナの品質の構成 
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 ラミナ 
ラミナが 1 等又 
は 1 級の場合 
 

目視区分によるラミナ 1 等 
等級区分機によるラミナ Ga) 
 幅面の材縁部の節径比 MSR 区分以外は，17 %以下 

ラミナが 2 等又 
は 2 級の場合 
 

目視区分によるラミナ 2 等以上 
等級区分機によるラミナ Ga) 
 幅面の材縁部の節径比 MSR 区分以外は，25 %以下 

ラミナが 3 等又 
は 3 級の場合 
 

目視区分によるラミナ 3 等以上 
等級区分機によるラミナ Ga) 
 幅面の材縁部の節径比 MSR 区分以外は，33 %以下 

ラミナが 4 級の 
場合 
 

目視区分によるラミナ 使用不可 
等級区分機によるラミナ Ga) 
 幅面の材縁部の節径比 MSR 区分以外は，33 %以下 

注 a) Gは，表 30 の等級区分機による等級をいう。 
 

 ラ   ミ   ナ 
ラミナが１等又 
は１級の場合 
 

目視区分によるラミナ １等 
等級区分機によるラミナ Ｇ 
 幅面の材縁部の節径比 ＭＳＲ区分以外は、17％以下 

ラミナが２等又 
は２級の場合 
 

目視区分によるラミナ ２等以上 
等級区分機によるラミナ Ｇ 
 幅面の材縁部の節径比 ＭＳＲ区分以外は、25％以下 

ラミナが３等又 
は３級の場合 
 

目視区分によるラミナ ３等以上 
等級区分機によるラミナ Ｇ 
 幅面の材縁部の節径比 ＭＳＲ区分以外は、33％以下 

ラミナが４級の 
場合 
 

目視区分によるラミナ 使用不可 
等級区分機によるラミナ Ｇ 
 幅面の材縁部の節径比 ＭＳＲ区分以外は、33％以下 

 

（注） Ｇは、表 28 の等級区分機による等級をいう。 
 

4.3.18.5 再割加工の品質等（小断面集成材を格付する場合に限る。） 
同一等級集成材を再割加工する場合にあっては，次のとおりとする。 

a) 4.3.18.2 の曲げ性能に適合しなければならない。 
b) ラミナの材面の品質は，再割加工後も 4.3.16.1 の材面の品質の基準に適合しなければならない。 
c) 再割加工は，3 つ割加工までに限る。 

 

（新設） 

4.3.19 内層特殊構成集成材 
4.3.1～4.3.15 によるもののほか，次のとおりとする。 

５ 内層特殊構成集成材 

  内層特殊構成集成材の規格は、第１項の規定によるもののほか、次のとおりとする。 
 事  項 基      準 

 

4.3.19.1 ラミナの積層数 
ラミナブロックを含め 3 層以上でなければならない。 

 

ラミナの積層数 
 
 

ラミナブロックを含め３層以上であること。 
 
 

曲 げ 性 能 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記の３の(7)のアの曲げＡ試験の結果、次の(1)から(3)までの要件に適合すること。 

 
(1) 別記の１の(2)により抜き取った試料集成材の曲げヤング係数の平均値が、 

表 30 又は表 31 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとする等 

級に応じた同表の平均値の欄に掲げる数値以上であること。 

(2) 別記の１の(2)により抜き取った試料集成材の 95％以上の曲げヤング係数 

が、表 30 又は表 31 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとす 

る等級に応じた同表の下限値の欄に掲げる数値以上であること。 
(3) 別記の１の(2)により抜き取った試料集成材の 95％以上の曲げ強さが、表 30 

又は表 31 の強度等級の欄に掲げる強度等級のうち格付しようとする等級に

応じた同表の曲げ強さの欄に掲げる数値に、異等級構成にあっては表 32、同

4.3.19.2 曲げ性能 
JAS 1152-2 の 5.7 曲げ A 試験の結果，次の a)～c)の要件に適合しなければならない。 

a) B.1 b)により抜き取った試料集成材の曲げヤング係数の平均値が，表 32 又は表 33 の強度等級の欄

に掲げる強度等級のうち格付しようとする等級に応じた同表の平均値の欄に掲げる数値以上でな

ければならない。 

b) B.1 b)により抜き取った試料集成材の 95 %以上の曲げヤング係数が，表 32 又は表 33 の強度等級の

欄に掲げる強度等級のうち格付しようとする等級に応じた同表の下限値の欄に掲げる数値以上で

なければならない。 
c) B.1 b)により抜き取った試料集成材の 95 %以上の曲げ強さが，表 32 又は表 33 の強度等級の欄に掲

げる強度等級のうち格付しようとする等級に応じた同表の曲げ強さの欄に掲げる数値に，異等級

構成にあっては表 19，同一等級構成にあっては表 28 の左欄に掲げる試料集成材の厚さ方向の辺長
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の区分に応じた係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上でなければならない。 

 
 

 

 

 

一等級構成にあっては表 33 の左欄に掲げる試料集成材の厚さ方向の辺長の

区分に応じた係数の欄に掲げる数値を乗じて得た数値以上であること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 30 異等級構成の場合の曲げ性能基準 

 
 

強度等級 
 

曲げヤング係数 
（GPa 又は 10３Ｎ／mm２）  

曲げ強さ 
（MPa 又は

Ｎ／mm２） 平均値 下限値 

E170－F495 
E150－F435 
E135－F375 
E120－F330 
E105－F300 
E 95－F270 
E 85－F255 
E 75－F240 
E 65－F225 

17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 

14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 

49.5 
43.5 
37.5 
33.0 
30.0 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 

表 31 同一等級構成の場合の曲げ性能基準 
 
 

 
強度等級 

 
 

曲げヤング係数 
（GPa 又は 10３Ｎ／mm２）  

曲げ強さ 
（MPa 又は

Ｎ／mm２） 
 

平均値 下限値 

E190－F615 
E170－F540 
E150－F465 
E135－F405 
E120－F375 
E105－F345 
E 95－F315 
E 85－F300 
E 75－F270 
E 65－F255 

19.0 
17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 

16.0 
14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 

61.5 
54.0 
46.5 
40.5 
37.5 
34.5 
31.5 
30.0 
27.0 
25.5 

表 32－異等級構成の場合の曲げ性能基準  
 

強度等級 
 

曲げヤング係数 
GPa 又は 103N/mm2 

 

曲げ強さ 
MPa 又は

N/mm2 
 平均値 下限値 

E170－F495 
E150－F435 
E135－F375 
E120－F330 
E105－F300 
E 95－F270 
E 85－F255 
E 75－F240 
E 65－F225 

17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 

14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 

49.5 
43.5 
37.5 
33.0 
30.0 
27.0 
25.5 
24.0 
22.5 

 

 
表 33－同一等級構成の場合の曲げ性能基準  

 
強度等級 

 
 

曲げヤング係数 
GPa 又は 103N/mm2 

 

曲げ強さ 
MPa 又は 

N/mm2 
 平均値 下限値 

E190－F615 
E170－F540 
E150－F465 
E135－F405 
E120－F375 
E105－F345 
E 95－F315 
E 85－F300 
E 75－F270 
E 65－F255 

19.0 
17.0 
15.0 
13.5 
12.0 
10.5 
09.5 
08.5 
07.5 
06.5 

16.0 
14.0 
12.5 
11.5 
10.0 
09.0 
08.0 
07.0 
06.5 
05.5 

61.5 
54.0 
46.5 
40.5 
37.5 
34.5 
31.5 
30.0 
27.0 
25.5 
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（削る。） 

 
 

 

表 32 異等級構成の場合の寸法調整係数 

 

試料集成材の厚さ方向の辺長（mm） 係  数 
0,000 超   0,150 以下 
0,150 超   0,200 以下 
0,200 超   0,250 以下 
0,250 超   0,300 以下 
0,300 超   0,450 以下 
0,450 超   0,600 以下 
0,600 超   0,750 以下 
0,750 超   0,900 以下 
0,900 超   1,050 以下 
1,050 超   1,200 以下 
1,200 超   1,350 以下 
1,350 超   1,500 以下 
1,500 超   1,650 以下 
1,650 超   1,800 以下 
1,800 超   0,000 以下 

1.08 
1.05 
1.02 
1.00 
0.96 
0.93 
0.91 
0.89 
0.87 
0.86 
0.85 
0.84 
0.83 
0.82 
0.80 

 

表 33 同一等級構成の場合の寸法調整係数 

試料集成材の厚さ方向の辺長（mm） 係  数 
0,000 超   0,150 以下 
0,150 超   0,200 以下 
0,200 超   0,250 以下 
0,250 超   0,300 以下 
0,300 超   0,000 以下 

0.96 
0.93 
0.90 
0.89 
0.85 

 

ラ ミ ナ の 品 質 
 

１ ラミナは、ラミナブロックに使用するラミナを含めて、全てＭＳＲ区分した

ものであること。 

２ １つのラミナブロックを構成するラミナは、幅はぎ接着がなく同一等級であ

り、かつ、同一樹種とすること。 

３ ラミナブロックは、積層方向と直交する辺の長さが６cm を超え、その積層

方向の中心軸に対して、ラミナの厚さが対称であること。 

４ 最外層用ラミナの幅面の材縁部の節径比は、17％以下であること。 
 

 

 

（削る。） 

 

4.3.19.3 ラミナの品質 
a) ラミナは，ラミナブロックに使用するラミナを含めて，全て MSR区分したものでなければならな

い。 

b) 1 つのラミナブロックを構成するラミナは，幅はぎ接着がなく同一等級であり，かつ，同一樹種で

なければならない。 
c) ラミナブロックは，積層方向と直交する辺の長さが 6 cmを超え，その積層方向の中心軸に対して，

ラミナの厚さが対称でなければならない。 
d) 最外層用ラミナの幅面の材縁部の節径比は，17 %以下でなければならない。 
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4.3.19.4 ラミナの品質の構成 
a) 積層方向の中心軸に対して，ラミナの品質の構成及びラミナの厚さが対称でなければならない。 

ラミナの品質の

構成 
 

１ 積層方向の中心軸に対して、ラミナの品質の構成及びラミナの厚さが対称で

あること。 

２ ラミナブロックは、集成材の積層方向の中心軸に対して対称となるよう配置

すること。 

 

３ ラミナブロックの使用数は、２つまでとすること。なお、２つのラミナブロ

ックを使用する場合にあっては、同一条件で構成されたラミナブロックを使用

すること。 

 

強 度 等 級 区 分 
 

格付しようとする表 30 又は表 31 の強度等級であって、実証試験を伴うシミュレ

ーション計算によって得られたデータに基づき当該強度等級の基準に適合する

と判断された強度等級とする。 
 

 
b) ラミナブロックは，集成材の積層方向の中心軸に対して対称となるよう配置しなければならな 

い。 
 
c) ラミナブロックの使用数は，2 つまでとすること。なお，2 つのラミナブロックを使用する場合に

あっては，同一条件で構成されたラミナブロックを使用しなければならない。 
 
 
4.3.19.5 強度等級区分 
格付しようとする表 32 又は表 33 の強度等級であって，実証試験を伴うシミュレーション計算によ

って得られたデータに基づき当該強度等級の基準に適合すると判断された強度等級とする。 
 

  

 （化粧ばり構造用集成柱の規格） 

4.4 化粧ばり構造用集成柱 第６条 化粧ばり構造用集成柱の規格は、次のとおりとする。 

  

 
4.4.1 接着の程度 
次の a)～c)の要件に適合しなければならない。 

a) 化粧薄板の接着の程度については，JAS 1152-2 の 5.1 浸せき剝離試験の結果，両木口面における剝

離率が 10 %以下であり，かつ，同一接着層における剝離の長さがそれぞれの長さの 1/3 以下。 

区  分 基      準 
品 
 
 
 
 
 
 
質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

接着の程度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 化粧薄板の接着の程度については、別記の３の(1)の浸せき剝離試験の結

果、両木口面における剝離率が 10％以下であり、かつ、同一接着層における

剝離の長さがそれぞれの長さの３分の１以下であること。 

 
２ ラミナ（化粧薄板を除く。）の積層接着の程度については、次の(1)、(2)及
び(4)の要件に適合し、又は次の(3)及び(4)の要件に適合すること。 

 
(1) 別記の３の(1)の浸せき剝離試験の結果、両木口面における剝離率が

５％ 

以下であり、かつ、同一接着層における剝離の長さがそれぞれの長さの４

分の１以下であること。 
(2) 別記の３の(2)の煮沸剝離試験の結果、両木口面における剝離率が５％

以下であり、かつ、同一接着層における剝離の長さがそれぞれの長さの４

分の１以下であること。 
(3) 別記の３の(3)の減圧加圧剝離試験の結果、両木口面における剝離率が

５％以下であり、かつ、同一接着層における剝離の長さがそれぞれの長さ

の４分の１以下であること。 

（削る。） 
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b) ラミナ（化粧薄板を除く。）の積層接着の程度については，JAS 1152-2 の 5.1 浸せき剝離試験及び

5.2 煮沸剝離試験の結果又は 5.3 減圧加圧剝離試験の結果，次の 1)及び 2)の数値以下。 
1) 試験片の両木口面における全ての接着層の剝離率が 5 % 
2) 試験片の各木口面ごとの同一接着層における剝離の長さの合計がそれぞれの接着層の長さの 1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 

(4) 別記の３の(4)のブロックせん断試験の結果、試験片のせん断強さ及び木

部破断率が表 34 の数値以上であること。ただし、１個の試験片における

せん断強さ又は木部破断率のいずれかが基準に適合しない場合にあって

は、当該接着層について１回の再試験を行うことができるものとする。 
 
表 34 せん断強さ及び木部破断率の基準  

 
樹 種 名 

 
 

せん断強さ 
（MPa 又は

Ｎ／mm２） 

木 部 破断

率 
（％） 

イタヤカエデ、カバ、ブナ、ミズナラ、ケヤキ及

びアピトン 
9.6 

 
60 

 
 タモ、シオジ及びニレ 8.4 

ヒノキ、ヒバ、カラマツ、アカマツ、クロマツ、

ベイヒ、ダフリカカラマツ、サザンパイン、ベイ

マツ、ホワイトサイプレスパイン及びウエスタ

ンラーチ 

7.2 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ツガ、アラスカイエローシダー、ベニマツ、ラジ

アタパイン及びベイツガ 
6.6 

 
モミ、トドマツ、エゾマツ、ベイモミ、スプルー

ス、ロッジポールパイン、ポンデローサパイン、

オウシュウアカマツ、ジャックパイン及びラワ

ン 

6.0 
 
 
 

スギ及びベイスギ 5.4 70 
 

（新設） 

 
 
 

含 水 率 
 

別記の３の(5)の含水率試験の結果、同一試料集成材から採取した試験片の含

水率の平均値が 15％以下であること。 

c) JAS 1152-2 の 5.4 ブロックせん断試験の結果，試験片のせん断強さ及び木部破断率が表 34 の数値

以上。 
 
 
 

表 34－せん断強さ及び木部破断率の基準  

 
樹種名 

 
 

せん断強さ 
MPa 又は 
N/mm2 a) 

 

木部破断率 
% a) 

 
 

イタヤカエデ，カバ，ブナ，ミズナラ，ケヤキ及びアピトン 
 

9.6 
 

60 
 
 タモ，シオジ及びニレ 8.4 

ヒノキ，ヒバ，カラマツ，アカマツ，クロマツ，ベイヒ，ダフリ

カカラマツ，サザンパイン b)，ベイマツ，ホワイトサイプレスパ

イン及びウエスタンラーチ 
 

7.2 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ツガ，アラスカイエローシダー，ベニマツ，ラジアタパイン 
及びベイツガ 

6.6 
 

モミ，トドマツ，エゾマツ，ベイモミ，スプルース，ロッジポー

ルパイン，ポンデローサパイン，オウシュウアカマツ，ジャック

パイン及びラワン 
 

6.0 
 
 
 

スギ及びベイスギ 5.4 70 
注 a) 1 個の試験片におけるせん断強さ又は木部破断率のいずれかが基準に適合しない場合に

あっては，当該接着層について 1 回の再試験をしてもよい。 
注 b) サザンパインは，ショートリーフパイン，スラッシュパイン，ロブロリーパイン及びロ

ングリーフパインに限る。 
 

4.4.2 含水率 
4.1.2 に同じ。 
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4.4.3 表面割れに対する抵抗性 
4.2.3 に同じ。ただし，見付け材面に限る。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表面割れに 
対する抵抗

性 
 

別記の３の(6)の表面割れに対する抵抗性試験の結果、試験片の表面に割れを

生ぜず、又は生じても軽微であること。 
 
 

ラミナの品

質 
 

第３項に規定するラミナの品質の基準に適合すること。 
 

 

 （新設） 
 
 
（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

4.4.4 ラミナの品質 
4.4.4.1～4.4.4.13 の基準に適合しなければならない。 

 
4.4.4.1 節及び穴 
集中節径比が 1/4 以下でなければならない。 

 
4.4.4.2 やにつぼ，やにすじ及び入り皮 
軽微でなければならない。 

 
4.4.4.3 繊維走向の傾斜比 

1/14 以下でなければならない。 
 
4.4.4.4 腐れ 
あってはならない。 

 
4.4.4.5 割れ 
極めて軽微でなければならない。 

 
4.4.4.6 変色 
軽微でなければならない。 

 
4.4.4.7 逆目 
軽微でなければならない。 

 
4.4.4.8 接合の透き間 
あってはならない。ただし，スカーフジョイント又はフィンガージョイントの先端部分の微少な接

合の透き間は，欠点として取り扱わない。 
 
4.4.4.9 平均年輪幅（ラジアタパインを除く。） 

6 mm以下でなければならない。 
 
4.4.4.10 髄心部又は髄（ラジアタパインに限る。） 
髄の中心から半径 50 mm以内の部分に年輪界があってはならない。 
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4.4.4.11 心持ち（積層方向の両外側から 1 層のラミナに限る。） 
あってはならない。 

 
4.4.4.12 補修 
材色又は木理が周囲の材とよく調和し，埋め木すること又は合成樹脂等を充塡することによる補修

部分の透き間がなく，脱落又は陥没のおそれがあってはならない。 

 
4.4.4.13 その他の欠点 

極めて軽微でなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

曲 げ 性 能 
 
 
 

別記の３の(7)のエの化粧ばり構造用集成柱の曲げ試験の結果、試料集成材の

曲げヤング係数及び曲げ強さが表 35 の数値以上であること。 
 
 

 表 35 曲げヤング係数及び曲げ強さの基準 

 
樹 種 名 

 
 

曲げヤング

係数（GPa又
は 10３Ｎ／

mm２） 

曲 げ 強 さ

（MPa 又は

Ｎ／mm２） 

アピトン 13.0 46.5 
イタヤカエデ、カバ、ブナ、ミズナラ、ケヤキ、

ダフリカカラマツ、サザンパイン、ベイマツ及び

ウエスタンラーチ 

11.5 
 
 

40.5 
 
 

ヒノキ、ヒバ、カラマツ、アカマツ、クロマツ及

びベイヒ 
10.5 

 
37.5 

 
ツガ、タモ、シオジ、ニレ、アラスカイエローシ

ダー、ラジアタパイン及びベイツガ 
09.5 

 
34.5 

 
モミ、トドマツ、エゾマツ、ベイモミ、スプルー

ス、ロッジポールパイン、ベニマツ、ポンデロー

サパイン、オウシュウアカマツ、ジャックパイン

及びラワン 

08.5 
 
 
 

31.5 
 
 
 

スギ、ベイスギ及びホワイトサイプレスパイン 07.5 30.0 
 

（新設） 

ホルムアル 
デヒド放散

量 

第３条第１項の表ホルムアルデヒド放散量の項に同じ。 
 

 

4.4.5 曲げ性能 
JAS 1152-2 の 5.10 化粧ばり構造用集成柱の曲げ試験の結果，試料集成材の曲げヤング係数及び曲げ

強さが表 35 の数値以上でなければならない。 

 
表 35－曲げヤング係数及び曲げ強さの基準 

 
樹種名 

 
 

曲げヤング 
係数 GPa 
又は 103N/ 

mm2 

曲げ強さ 
MPa 又 

は N/mm2 
 

アピトン 13.0 46.5 
イタヤカエデ，カバ，ブナ，ミズナラ，ケヤキ，

ダフリカカラマツ，サザンパイン a)，ベイマツ及

びウエスタンラーチ 

11.5 
 
 

40.5 
 
 

ヒノキ，ヒバ，カラマツ,アカマツ，クロマツ及び

ベイヒ 
10.5 

 
37.5 

 
ツガ，タモ，シオジ，ニレ，アラスカイエローシ

ダー，ラジアタパイン及びベイツガ 
09.5 

 
34.5 

 
モミ，トドマツ，エゾマツ，ベイモミ，スプルー

ス，ロッジポールパイン，ベニマツ，ポンデロー

サパイン，オウシュウアカマツ，ジャックパイン

及びラワン 

08.5 
 
 
 

31.5 
 
 
 

スギ，ベイスギ及びホワイトサイプレスパイン 07.5 30.0 
注 a) サザンパインは，ショートリーフパイン，スラッシュパイン，ロブ

ロリーパイン及びロングリーフパインに限る。 
 

4.4.6 ホルムアルデヒド放散量 
4.1.3 に同じ。 
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4.4.7 見付け材面の品質 
次の基準に適合しなければならない。 

 
4.4.7.1 節 
あってはならない。 

 
4.4.7.2 やにつぼ，やにすじ及び入り皮 
極めて軽微でなければならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見付け材面 
の品質 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項に規定する見付け材面の品質の基準に適合すること。 
 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 

（新設） 

4.4.7.3 欠け及びきず 
あってはならない。 

 
4.4.7.4 腐れ 
あってはならない。 

 
4.4.7.5 割れ 
あってはならない。 

 
4.4.7.6 変色及び汚染 
極めて軽微でなければならない。 

 
4.4.7.7 穴 
あってはならない。 

 
4.4.7.8 逆目 
あってはならない。 

 
4.4.7.9 ふくれ，しわ，重なり及びはぎ目の透き 
あってはならない。 
 

4.4.7.10 色調及び木理の不整 
見付け材面のそれぞれの材色及び木理の走向が，おおむね調和していなければならない。 

 
4.4.7.11 補修 
合成樹脂等の充塡による補修部分が小部分で，材色又は木理が周囲の材とよく調和し，補修部分の

透き間がなく，脱落又は陥没のおそれがあってはならない。 
 
4.4.7.12 その他の欠点 
極めて軽微でなければならない。 
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4.4.8 曲がり，反り及びねじれ 
矢高が，集成材の長さ 3 m当たり 1 mm 以下でなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曲がり、反 
り及びねじ

れ 

矢高が、集成材の長さ３ｍ当たり１mm以下であること。 
 

 

みぞ付け加

工、面取り加

工及び切削

加工 

良好であること。 
 

 

 

 

化粧薄板の

厚さ 
 

1.2mm 以上であること。 
 

 

材 
 
 
料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラミナ 

 

 

 

 

 

 

１ ラミナ（化粧薄板を除く。）の積層数が４枚以上であること。 

２ ラミナ（化粧薄板を除く。）は等厚であること。ただし、ラミナの厚さの

構成が中心軸に対して対称になるようラミナを配列し、かつ、構成層中で

最大となるラミナの厚さに対して３分の２以上の範囲で構成する場合は、

この限りでない。 

 

接着剤 

 

 

１ ラミナ（化粧薄板を除く。）の積層に使用する接着剤が、第２条に定義す

る使用環境Ｃの要求性能を満たしているレゾルシノール樹脂及びレゾルシ

ノール・フェノール樹脂、水性高分子イソシアネート系樹脂又はこれらと同

等以上の性能を有するものであること。 

２ ラミナ（化粧薄板を除く。）の長さ方向の接着に使用する接着剤が、使用

環境Ｃの要求性能を満たしているレゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・

フェノール樹脂、水性高分子イソシアネート系樹脂、メラミン樹脂、メラミ

ンユリア共縮合樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するものであること。 
 

寸 法 
 

表示された寸法と測定した寸法との差が表 36 の数値以下であること。 
 

 

4.4.9 みぞ付け加工，面取り加工及び切削加工 
良好でなければならない。 

 
 

4.4.10 化粧薄板の厚さ 
0.6 mm以上でなければならない。 

 
4.4.11 材料 
4.4.11.1 ラミナ 
a) ラミナ（化粧薄板を除く。）の積層数が 4 以上でなければならない。 

b) ラミナ（化粧薄板を除く。）は等厚でなければならない。ただし，ラミナの厚さの構成が中心軸に

対して対称になるようラミナを配列し，かつ，構成層中で最大となるラミナの厚さに対して 2/3 以

上の範囲で構成する場合は，この限りでない。 
 

4.4.11.2 接着剤 
a) ラミナ（化粧薄板を除く。）の積層に使用する接着剤が，3.37 に定義する使用環境 Cの要求性能を

満たしているレゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂，水性高分子イソシアネ

ート系樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するものでなければならない。 
 
b) ラミナ（化粧薄板を除く。）の長さ方向の接着に使用する接着剤が，使用環境 Cの要求性能を満た

しているレゾルシノール樹脂及びレゾルシノール・フェノール樹脂，水性高分子イソシアネート

系樹脂，メラミン樹脂，メラミンユリア共縮合樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するもので

なければならない。 
 
4.4.12 寸法 

JAS 1152-2 の 5.13 寸法の測定試験の結果，表示された寸法と測定した寸法との差が表 36 の数値以下

でなければならない。 
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表 36－寸法の許容差 表 36 寸法の許容差 （単位：mm） 

 

区  分 表示された寸法と測定した寸法との差 
短辺及び長辺 ＋1.5  －0.5 
材長 ＋5.0   －0 

 

 

表 
 
 
 
 
示 
 

表 示 事 項 第４条第１項の表表示事項の項に同じ。 

表示の方法 
 

 

第４条第１項の表表示の方法の項に同じ。ただし、品名及び樹種名（芯材）の

表示は、次に規定する方法により行われていること。 
 

(1) 品名 

「化粧ばり構造用集成柱」と記載すること。 

(2) 樹種名（芯材） 
樹種名を最も一般的な名称で記載すること。 

表示禁止事

項 

第３条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。 

 

単位 mm 
区分 表示された寸法と測定した寸法との差 

短辺及び長辺 ＋1.5 －0.5 
材長 ＋5.0 －0 

 

 
（削る。） 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.13 幅方向に接着したラミナの接着部同士の距離 ２ ラミナを幅方向に接着したものが互いに隣接して積層する化粧ばり構造用集成柱にあっては、当

該接着部が互いにラミナの厚さ以上離れていなければならない。 ラミナを幅方向に接着したものが互いに隣接して積層する化粧ばり構造用集成柱にあっては，当該

接着部が互いにラミナの厚さ以上離れていなければならない。 

（削る。） ３ 第１項のラミナの品質の基準は、次のとおりとする。 

 事  項 基      準 
節 及 び 穴 集中節径比が１／４以下であること。 
やにつぼ、やに

すじ及び入り皮 
軽微であること。 
 

繊維走向の傾斜

比 
１／14 以下であること。 
 

腐 れ ないこと。 
割 れ 極めて軽微であること。 
変 色 軽微であること。 
逆 目 軽微であること。 
接 合 の 透 き 間 ないこと。 
平均年輪幅（ラ

ジアタパインを

除く。） 

６mm以下であること。 
 
 

髄 心 部 又 は 髄 髄の中心から半径 50mm以内の部分の年輪界がないこと。 
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（ラジアタパイ

ンに限る。） 
 
 

心持ち（積層方

向の両外側から

１層のラミナに

限る。） 

ないこと。 
 
 
 

補 修 
 

材色又は木理が周囲の材とよく調和し、補修部分の透き間がなく、脱落又は陥 
没のおそれのないこと。 

そ の 他 の 欠 点 極めて軽微であること。 
 

  

 （注）１ 補修とは、埋木すること又は合成樹脂等を充塡することをいう。 

 ２ スカーフジョイント又はフィンガージョイントの先端部分の微少な接合の透き間は、欠点

として取り扱わない。  
（削る。） ４ 第１項の見付け材面の品質の基準は、次のとおりとする。 

 事  項 基      準 
節 ないこと。  

やにつぼ、やに

すじ及び入り皮 
極めて軽微であること。 
 

欠 け 及 び き ず ないこと。 
腐 れ ないこと。 
割 れ ないこと。 
変 色 及 び 汚 染 極めて軽微であること。 

穴 ないこと。 
逆 目 ないこと。 
ふくれ、しわ、重

なり及びはぎ目

の透き 

ないこと。 
 
 

色調及び木理の

不整 
見付け材面のそれぞれの材色及び木理の走向が、おおむね調和していること。 
 

補 修 
 

補修部分が小部分で、材色又は木理が周囲の材とよく調和し、補修部分の透き 
間がなく、脱落又は陥没のおそれがないこと。 

そ の 他 の 欠 点 極めて軽微であること。 
 

 （注） 第３条の造作用集成材の規格の見付け材面の品質の基準の（注）と同じ。 
 

5  表示 （新設） 
5.1 造作用集成材の表示事項  
a) 次の事項を一括して表示しなければならない。 

1) 品名 
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2) 樹種名 
3) 見付け材面 
4) 寸法 
5) ホルムアルデヒド放散量（b)又は c)に規定する表示をする場合を除く。） 
6) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては，輸入業者）の氏名又は名称及び所在地 

b) 塗装したものであって，ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料を

使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては，a)に規定す

るもののほか，非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料を使用して

いる旨を表示してもよい。 
c) 塗装していないものであって，ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを登録認証機

関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては，a)に規定するもののほか，非ホルムアルデヒド

系接着剤を使用している旨を表示してもよい。 
  
5.2 造作用集成材の表示の方法  
a) 5.1 a) 1)～5)に掲げる事項の表示は，次に規定する方法により行われなければならない。 

1) 品名 
1.1) 仕上げ材にあっては“造作用集成材”と，未仕上げ材にあっては“造作用集成材（未仕上げ）”

と記載しなければならない。 
1.2) 塗装したものにあっては，“造作用集成材（塗装）”と記載しなければならない。 
1.3) 用途が特定しているものにあっては，“造作用集成材”，“造作用集成材（塗装）”又は“造

作用集成材（未仕上げ）”の次に，括弧を付して，“（てすり）”等と用途を一般的な呼称で

記載しなければならない。 
 

2) 樹種名 樹種名を使用量の多いものから順にその最も一般的な名称をもって記載しなければな

らない。 
3) 見付け材面 1 面，2 面，3 面及び 4 面のいずれかを表す文字等を記載しなければならない。た

だし，4.1.4 により協定等を結んだ場合は，“－”と記載しなければならない。 
 

4) 寸法 寸法は，“短辺”，“長辺”及び“材長”の文字の次に，ミリメートル，センチメートル

又はメートルの単位で，単位を明記して記載しなければならない。ただし，等断面でないもの又

は型取り加工を施したものであって，短辺又は長辺の表示が困難なものにあっては，短辺又は長

辺の表示を，通直材以外のものにあっては材長の表示を省略してもよい。この場合においては，

“短辺”，“長辺”又は“材長”の文字の次に“略”と記載しなければならない。 
5) ホルムアルデヒド放散量 性能区分が F☆☆☆☆のものにあっては“F☆☆☆☆”と，性能区分

が F☆☆☆のものにあっては“F☆☆☆”と，性能区分が F☆☆のものにあっては“F☆☆”と，

性能区分が F☆S のものにあっては“F☆S”と記載しなければならない。 
b) 5.1 b)により，非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料を使用してい

る旨の表示をする場合には“非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗

料使用”と記載しなければならない。 
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c) 5.1 c)により，非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合には，“非ホルム

アルデヒド系接着剤使用”と記載しなければならない。 
d) 5.1 a)に規定する事項の表示は，A.1 により，各個又は各こりごとに，見やすい箇所にしなければな

らない。 
  

5.3 化粧ばり造作用集成材の表示事項  

a) 次の事項を一括して表示しなければならない。 
1) 品名 
2) 樹種名（芯材） 
3) 樹種名（化粧薄板） 
4) 化粧薄板の厚さ 
5) 見付け材面 
6) 寸法 
7) ホルムアルデヒド放散量（b)又は c)に規定する表示をする場合を除く。） 
8) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては，輸入業者）の氏名又は名称及び所在地 

b) 5.1 b)に同じ。 
c) 5.1 c)に同じ。 
 

 

5.4 化粧ばり造作用集成材の表示の方法  

a) 5.3 a) 1)～7)に掲げる事項の表示は，次に規定する方法により行われなければならない。 
1) 品名 
1.1) “化粧ばり造作用集成材”と記載しなければならない。 
1.2) 塗装したものにあっては，“化粧ばり造作用集成材（塗装）”と記載しなければならない。 
1.3) 用途が特定しているものにあっては，“化粧ばり造作用集成材”又は“化粧ばり造作用集成材

（塗装）”の次に，括弧を付して，“（なげし）”等と用途を一般的な呼称で記載しなければ

ならない。 
2) 樹種名（芯材） 樹種名を使用量の多いものから順にその最も一般的な名称をもって記載しなけ

ればならない。 
3) 樹種名（化粧薄板） 樹種名を最も一般的な名称で記載しなければならない。 
4) 化粧薄板の厚さ ミリメートルの単位で，単位を明記して小数第 1 位までの数値を記載しなけ

ればならない。 
5) 見付け材面 1 面，2 面，3 面及び 4 面のいずれかを表す文字等を記載しなければならない。 
6) 寸法 寸法は，“短辺”，“長辺”及び“材長”の文字の次に，ミリメートル，センチメートル

又はメートルの単位で，単位を明記して記載しなければならない。ただし，等断面でないもの又

は型取り加工を施したものであって，短辺又は長辺の表示が困難なものにあっては短辺又は長辺

の表示を，通直材以外のものにあっては材長の表示を省略してもよい。この場合においては，

“短辺”，“長辺”又は“材長”の文字の次に，“略”と記載しなければならない。 
7) ホルムアルデヒド放散量 5.2 a) 5)に同じ。 

b) 5.2 b)に同じ 

 




